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第４章 個別的報告と指摘事項及び監査意見 

 

１ 現金出納 

 

（１）現金取扱規程について 

 

当センターにおける現金出納管理について、取扱規程またはマニュアル等を作成さ

れているかどうかについて尋ねたところ、「作成しておりません。」という回答を得た。 

出雲市病院事業会計規程において、現金出納に関する条文はいくつか存在するもの

の、会計規程をもって現金取扱規程を代用するという意図もないようである。さらに、

出雲市における他の公営企業である水道事業について現金取扱規程が存在するかどう

かについて尋ねたところ、「把握しておりません。」という回答を得た。 

 

（監査意見） 

 

病院事業という業務の性格上、日常的に現金を取り扱う機会は多いはずである。窓

口業務における入金事務あるいは収入の調定に関しては当然に細心の注意を払わなけ

ればならない。出雲市における他の公営企業と比較した場合においても、病院事業は

現金を取り扱う機会が多い事業であることも事実である。 

また、当センターの改革プランには「今後の取組み」として以下の内容が記されて

いる。 

 

② 経営の健全化 

ⅲ 給与等の適正化 

項目 概要 実施期限 今後の予定 

ア 事務部門のス

リム化 

・業務マニュアルの

策定等による業務の

整理、職員と非常勤

職員の業務整理を行

い、正規職員の削減

を図る。 

平成 24 年度中検討 

＜検討状況＞ 

・今後検討 

 

現状において、現金の取扱については特に支障はないという意見もあったが、現金

出納管理の重要性及び業務マニュアルの策定等による業務の整理（究極的には事務部

門のスリム化である。）という二元的な側面から現金取扱規程またはマニュアル等の作

成を要望する。 
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（２）企業出納員及び現金取扱員について 

 

地方公営企業法及び出雲市病院事業会計規程においては以下のとおり定められて

いる。 

 

（地方公営企業法） 

（企業出納員及び現金取扱員） 

第 28 条 地方公営企業を経営する地方公共団体に、当該地方公営企業の業務に係る出

納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。ただし、

現金取扱員は、置かないことができる。 

2 ～ 3 （省略） 

4 現金取扱員は、上司の命を受けて、企業管理規程で定めた額を限度として当該地方

公営企業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。 

 

（出雲市病院事業会計規程） 

（企業出納員等） 

第 2 条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。 

2 企業出納員は、事務局長とする。 

3 ～ 4 （省略） 

5 現金取扱員 1 人が 1 日に取り扱うことのできる現金の限度額は、医療費等を徴収す

る者にあっては 1 日の徴収額以内、企業出納員を直接補助する者にあっては 1 日の収納

額と支払額の合計額以内とする。 

 

また、現金取扱員の人数については以下のとおりであることが確認できた。 

（単位：人） 

総務課 医事課 地域連携課 健康管理課 嘱託職員 （合計） 

8 3 4 2 6 23 

 

地方公営企業法において現金取扱員の設置は任意であるが、病院事業など直接現金

を収納する機会が多い事業にあってはほとんどの公営企業において設置されている。

また、その役割は企業出納員を補佐し、実務的に現金の出納に関する事務に従事する

ものである。 

公金を扱う事務の執行については、権限及び責任の所在が厳格に要求されるため、

現金取扱員の身分は身分証によって保証されている。人事異動に伴う病院事業の現金

取扱員の解除・任命は「出雲市病院事業 企業出納員・現金取扱員 身分証 交付簿」
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によって適正に処理されていることが確認できた。 

また、当センターは㈱ニチイ学館の業務委託社員を受け入れているが、医療費また

は健診費の窓口業務は委託していないため身分証の交付はされていない。従って、業

務委託社員については現金を取り扱わないものと考えられる。仮に、医療費または健

診費の窓口業務を㈱ニチイ学館に委託するようなことがあれば、身分証の交付が要求

される。さらに、現金取扱員の中には嘱託職員も存在するが、嘱託職員の身分取扱規

程については、当センター独自の規程は存在せず、「出雲市嘱託員に関する規程」を準

用されていることが確認できた。 

加えて、「出雲市病院事業企業出納員及び現金取扱員事務取扱規程」において、領

収印について定められているが、当センターの 1 階の会計窓口に 1 個だけ存在し、適

切に管理されていることが確認できた。 

 

（３）収入フローについて 

 

①現金の区分 

 

          窓口現金・・・  医療費（例外：救急外来） 

現金・・・           健診費 

          小口現金 

 

まず、大前提として、当センターにおける現金は「窓口現金」と「小口現金」に大

別される。そして、「窓口現金」は「医療費」と「健診費」に分類されるが、「医療費」

の例外として、「救急外来」が位置づけられる。 

 

②窓口現金・・・（医療費） 

 

担当者 業務 帳票 

 

 

 

 

嘱託職員（平日） 

※日替わりの3人交代制 

 

 

 

窓口業務における入金事務 

（ア）入金一覧表 

（医事システムと連動） 

 

（イ）窓口現金確認表 

（Excel により作成） 

（ウ）個別領収履歴一覧表 

（Excel により作成） 

 

（エ）収入伝票 
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正職員（土・日・祝日・

年末 

年始の休日） 

※日直 

（医事システムと連動） 

 

（オ）日直入金報告書 

（Excel により作成） 

 

 

（ア）入金一覧表 

 

入金一覧表は医事システムに連動したサブシステムにより作成されている。入金一

覧表が作成される端末は 3 種類あり、それぞれ以下のとおり区分されている。 

 

KAIKE-1（窓口現金）・・・嘱託職員が入力する。 

KANRI-1（振込入金）・・・総務課正職員が入力する。 

TCO32 （日直）  ・・・正職員が入力する。 

 

医事システムは電子カルテシステムと連動しており、患者基本情報、来院受付情報、

診療情報（コストデータ）、患者診断病名、入院情報及び診療予約情報について共有し

ている。従って、入金一覧表においても、入金日、入金時間、伝票番号、患者番号、

患者氏名、入院・外来の区分、診療科の区分、請求書発行日、診療期間、請求金額、

入金済額、今回入金額、未収額が把握できる。 

 

（イ）窓口現金確認表 

 

窓口現金確認表は Excel により作成されている。窓口現金確認表は手許現金と帳票

上の現金をチェックする目的で使用されている。それぞれ以下のとおり区分されてい

る。 

 

手許現金  ・・・レジ現金、窓口金庫現金、散髪代預り金 

帳票上の現金・・・（前日の集計残高 － JA への収納金） 

（当日の入金一覧表合計額 － 振込入金・口座振替） 

 

すなわち、手許現金について、レジ現金、窓口金庫現金、散髪代預り金ごとに区分

した合計額と、帳票上の現金の残高が一致することをもって現金照合が完了する。 

また、現金照合の回数について尋ねたところ、「1 日 3 回、概ね 12：00／16：00

／17：00 のタイミングで照合している。」という回答を得た。さらに、釣銭専用の手
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許現金は存在せず、前日の入金分と JA いずもへの収納分の差額の中で運用しており、

手許現金について金種表は作成されていないことが確認できた。 

 

（指摘事項） 

 

窓口現金確認表は 3 ヶ月ごとに 1 冊のファイルを作成されている。監査人が平成

26 年 1～3 月のファイルについて確認したところ、現金チェック時刻の記載欄がある

にもかかわらず、実際に照合した時刻が一切記入されていない。また、帳票上の現金

残高及び手許現金残高のそれぞれについて確認者氏名の記載欄が存在するが、帳票上

の確認者氏名のみ記載されている。 

たしかに、帳票上の現金は当日の入金一覧表等の数字が入力されるために、第三者

による内部牽制は担保されているかも知れないが、窓口現金確認表の使用目的を考え

ると、窓口現金をより正確に照合するために、帳票上の現金残高と手許現金残高を別々

の担当者がチェックし、相互に確認することが望ましいと言える。 

また、1 日 3 回、現金照合をしているとのことだが、証拠書類として保存されてい

るのは、最終チェック時刻の窓口現金確認表のみである。12：00／16：00 の現金照

合の結果についても何らかの資料を保存すべきである。（窓口現金確認表はデータとし

て保存されていない。） 

さらに、金種表が作成されていないことについては疑問が残る。レジ現金、窓口金

庫現金、散髪代預り金それぞれについて金種表を作成し、検算すべきであると考える。

公金を取り扱うことに対しては厳正なチェック機能が要求されるべきである。 

 

（ウ）個別領収履歴一覧表 

 

個別領収履歴一覧表は Excel により作成されている。当センターにおいては、月 1

回理容協力会による理髪（散髪）が行われている。患者から領収した散髪代は預り金

として処理されるため公金ではないが、窓口現金として認識される。散髪代と同様の

性格の窓口現金としては、介護・愛宕分、大腸がん検診（納付書利用分）等が確認で

きた。 

 

（エ）収入伝票（会計窓口入金分） 

 

収入伝票（会計窓口入金分）は医事システムに連動したサブシステムにより作成さ

れている。 
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財務システム以外・・・（医事システムに連動したサブシステム 

により作成） 

                     会計窓口入金分、療養、別途入金分 

収入伝票・・・ 

             （Excel により作成） 

                     健診、大腸がん検診、個別、愛宕苑 

         財務システム 

 

財務システム以外の収入伝票は紙で出力される際には印刷用紙を色分けして保存

されている。健診は「オレンジ色」、療養は「青色」、その他は「ピンク色」として大

別される。 

また、財務システム以外の収入伝票においては貸方科目として未収金の発生区分別

に把握されており、その未収金の発生年度別として現年度・過年度に区分されて、さ

らに、財務システムの入力のために振替伝票番号が記入されている。 

 

（財務システム以外の収入伝票：貸方科目） 

営業未収金 入院収益・外来収益 

営業雑未収金 

室料差額収益・公衆衛生活動収益・医療相談収益・受託検査施設利

用収益 

その他医業収益 

営業外未収金 患者外給食収益・住宅収益・その他医業外収益 

その他未収金 補助金、その他 

 

すなわち、財務システム以外の収入伝票と財務システムは連動している訳ではない。 

当センターにおける全ての入金は、いったん、財務システム以外の収入伝票におい

て起票され、その情報を基に財務システムへ入力されるのである。（財務システム以外

の収入伝票と財務システムの収入伝票は振替伝票番号により対応している。） 

また、出雲市病院事業会計規程においては以下のとおり定められている。 

 

（出雲市病院事業会計規程） 

（会計伝票の種類） 

第 7 条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。 

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。 

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。 

4 振替伝票は、前 2 項に規定する取引以外のものについて発行する。 
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出雲市病院事業会計規程における、いわゆる「収入伝票」について、財務システム

以外の収入伝票を示すのか、財務システムから出力された収入伝票を示すのかについ

て尋ねたところ、「財務システムの収入伝票を意味する。」という回答を得た。また、

財務システムの収入伝票は全て紙で出力し保存されている訳ではなく、財務システム

以外の収入伝票との照合あるいは消込作業のために出力されていること、それ以外に

ついてはデータで保存されていることが確認できた。 

さらに、いわゆる「現金」の範囲について尋ねたところ、「現金には預金も含まれ

る。」という回答を得た。 

 

（監査意見） 

 

財務システムへの入力に至るまで、多くの帳票を作成し工夫されていることは評価

できるが、反ってより複雑に処理されているような印象を受けた。病院事業であるが

ゆえに、入金の区分も多種多様になることは理解できるが、一見すると、当センター

における、いわゆる「収入伝票」は財務システム以外の収入伝票（現金収納取引）の

みであるように思われる。システムの連動性を再構築することによって、事務部門の

スリム化に繋がることを要望する。 

 

（指摘事項） 

 

出雲市病院事業会計規程に従って実務が行われていないことは明白である。 

（３）①現金の区分において、現金とは窓口現金と小口現金に区分されていること

を確認している。本来ならば、預金収納取引については振替伝票を発行するべきであ

る。仮に、預金も現金に含めるという解釈をするならば、出雲市病院事業会計規程を

改めるべきであると考える。現金の範囲について明文化し、実務に沿った規程を作成

するべきである。 

 

（オ）日直入金報告書 

 

日直入金報告書は Excel により作成されている。日直入金報告書においては、保管

している金額の報告、会計窓口で再処理されるもの（散髪代）に区分されている。ま

た、日直が収納した現金については、入金一覧表に集計されて帳票上の現金として認

識されるが、会計窓口における手許現金ではないので、窓口現金確認表においては、

帳票上の現金から減算されている。 
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③窓口現金・・・（健診費） 

 

担当者 業務 帳票 

嘱託職員・正職員 

※日替わりの 3 人交代制 
窓口業務における入金事務 

（ア）窓口収入内訳表 

カード払い明細書 

（Excel により作成） 

 

（イ）収入伝票 

（Excel により作成） 

 

（ア）窓口収入内訳表・カード払い明細書 

 

窓口収入内訳表・カード払い明細書は Excel により作成されている。窓口収入内訳

表においては、氏名、団体、コース、公衆衛生、医療相談、未収に区分されており、

さらに、カード払い明細書においては、決裁番号、入金日の記載欄が存在する。 

 

（イ）収入伝票（健診） 

 

収入伝票（健診）は Excel により作成されている。収入伝票（健診）は財務システ

ム以外の収入伝票であり紙で出力される際には「オレンジ色」の印刷用紙により出力

されている。また、収入伝票（会計窓口入金分）と同様に、発生年度別として現年度・

過年度に区分されて、財務システムの入力のために振替伝票番号が記入されている。 

 

（収入伝票（健診）：貸方科目） 

営業雑未収金 

室料差額収益・公衆衛生活動収益・医療相談収益・受託検査施設利

用収益 

その他医業収益 

 

窓口現金（医療費）と窓口現金（健診費）の相違点は、窓口現金確認表及び釣銭専

用の手許現金の有無である。窓口現金（健診費）においては、100,000 円の釣銭を保

管しているが手許現金について金種表は作成されていないことが確認できた。 

窓口現金（健診費）の現金照合について尋ねたところ、「1 日 1 回、概ね 16：00

の営業終了時のタイミング（医療部門と比較すると健診部門は営業の終了時間が早い

ので。）で照合している。担当者 2 名で現金照合し、その日のうちに、手許現金は窓

口収入内訳表・カード払い明細書及び収入伝票（健診）の提出と合わせて 4 階総務課

金庫にて保管している。」という主旨の回答を得た。 
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（監査意見） 

 

窓口現金（健診費）においては、窓口現金（医療費）における窓口現金確認表のよ

うに、確認者氏名等が記載された現金照合についての証拠書類は保存されていない。

窓口現金（医療費）と比較すると 1 日あたりの収納回数、収納金額は少ないかも知れ

ないが、確認者氏名等が記載された何らかの資料を保存すべきである。 

また、金種表が作成されていないことについては疑問が残る。釣銭専用の手許現金

が存在していることを考慮すれば、金種表を作成し、検算すべきであると考える。窓

口現金（医療費）と同様であるが公金を取り扱うことに対しては厳正なチェック機能

が要求されるべきである。 

 

④口座への入金 

 

（ア）収納金の取扱・・・（医療費） 

 

窓口現金（医療費）が口座へ入金されるまでの流れは以下のとおりであることが確

認できた。 

 

担当者 業務 タイミング 

嘱託職員（平日） 

正職員（土・日・祝日・年

末年始の休日） 

レジ閉鎖 

 

時間外窓口金庫への保管 

 

収入伝票の作成 

（休日等については、入金の

翌 2 営業日後に嘱託職員が

作成） 

 

口座への入金 

（JA いずもの渉外担当 

により集金される。） 

営業終了時 

 

窓口現金確認表作成後 

 

入金の翌営業日 

（休日等については、入

金の翌 2 営業日後） 

 

収入伝票作成日の午後 
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そして、出雲市病院事業会計規程においては以下のとおり定められている。 

 

（出雲市病院事業会計規程） 

（収納金の取扱い） 

第 19 条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を

添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得な

い事情がある場合には、翌日（休診日は除く。以下本条において同じ。）引き継ぐこ

とができる。 

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収

納した収入をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただ

し、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。 

 

（指摘事項） 

 

出雲市病院事業会計規程に従って実務が行われていないことは明白である。 

本来ならば、やむを得ない事情がない限り、その日のうちに、現金取扱員から企業

出納員を経て出納取扱金融機関に預け入れなければならない。実務的には、入金の翌

営業日の午前中に収入伝票が作成され、収入伝票作成日の午後に、出納取扱金融機関

である JA いずもの渉外担当に預け入れている。この点については、出雲市病院事業

会計規程を改めるべきであると考える。 

仮に、現行の規程に従って実務を行うとすれば、現金収納が発生したその日のうち

に収入伝票を作成し（財務システム以外の収入伝票である。）、警備会社に依頼して出

納取扱金融機関の夜間金庫に預け入れることになると思われる。その場合、嘱託職員

または正職員の残業代も発生するであろうからコスト面で有益ではないと言える。 

また、現行の規程における「その内訳を示す書類」が何を示すのかについて明確な

回答は得られなかったことを付け加えておく。 

 

（イ）収納金の取扱・・・（健診費） 

 

窓口現金（健診費）が口座へ入金されるまでの流れは以下のとおりであることが確

認できた。 

 

担当者 業務 タイミング 

嘱託職員・正職員 
レジ閉鎖 

 

営業終了時 
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4 階総務課金庫への保管 

 

収入伝票の作成 

 

口座への入金 

（JA いずもの渉外担当 

により集金される。） 

窓口収入内訳表作成後 

 

入金の翌営業日 

 

収入伝票作成日の午後 

 

 

 

（指摘事項） 

 

出雲市病院事業会計規程に従って実務が行われていないことは明白である。 

窓口現金（医療費）と同様に、出雲市病院事業会計規程を改めるべきであると考え

る。 

 

（４）例月出納検査報告資料について 

 

地方公営企業法及び出雲市病院事業会計規程においては以下のとおり定められて

いる。 

 

（地方公営企業法） 

（計理状況の報告） 

第 31 条 管理者は、毎月末日をもって試算表その他当該企業の計理状況を明らかに

するために必要な書類を作成し、翌月 20 日までに当該地方公共団体の長に提出しな

ければならない。 

 

（出雲市病院事業会計規程） 

（計理状況の報告） 

第 77 条 企業出納員は、毎月末日をもって合計残高試算表を作成し、管理者の決裁

を受けなければならない。この場合において、管理者は、翌月 20 日までに市長に提

出するものとする。 

 

また、当センターにおける例月出納検査においては、以下の資料または書類が提出

されていることが確認できた。 
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（報告資料） 

要請されている資料名 提出資料名 範囲 備考 

当月の患者がわかる元帳 

（決裁用） 
患者数の状況 月間 

 

調定月計表（決裁用） 調定額集計表 月間  

月次合計残高試算表 月次合計残高試算表 月間  

残高証明書 
現金預け先一覧（企業出納員の証明付） 

残高証明書（JA いずも平田支店発行） 
月末現在 

 

現金残高証明書（企業出納員） 公金残高突合表 月末現在  

棚卸資産購入状況表 支出予算差引簿（棚卸資産購入限度額） 月間  

 

《提示書類（検査終了後、返却される。）》 

要請されている資料名 提出資料名 範囲 保管簿冊名 

会計日計・月計表（決裁用） 総勘定元帳（現金）（預金） 毎日 収支日計報告 

月次・年次消費税計算書 月次・年次消費税計算書 月間  

予算執行状況表 予算執行状況表 2 月間 予算整理簿 

総勘定元帳 総勘定元帳（全件） 月間 総勘定元帳 

補助元帳（預金） 補助元帳（現金）（預金） 月間 別途出力 

補助元帳（他会計貸付金） 補助元帳（他会計貸付金） 月間 別途出力 

補助元帳（一時借入金） 補助元帳（一時借入金） 月間 別途出力 

補助元帳（有価証券） 補助元帳（有価証券） 月間 別途出力 

入金日計報告書（決裁用） 収入伝票（一覧） 毎日 
収入伝票 

（病院事業） 

支払伝票一覧表 支払伝票（一覧） 毎支払日  

 

例月出納検査報告資料が翌月 20 日までに市長に報告されているかどうかについて

尋ねたところ、「現実的には翌月 20 日までには提出していない。翌月の末日を目途に

提出している。提出が遅れる主な原因としては、未収金の確認作業に時間を費やすこ

とが挙げられる。」という回答を得た。 

 

（指摘事項） 

 

例月出納検査報告資料の提出期限について、地方公営企業法及び出雲市病院事業会

計規程に従って実務が行われていないことは明白である。提出が遅れる原因について

は究明されている訳であるから、何らかの策を講じて、提出期限を遵守すべきである。 
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さらに、これらの資料または書類の保存方法及び保存期間について尋ねたところ、

「紙で出力されたものについては原始帳票と一緒にファイルにまとめて書庫にて保存

し、電算化されたものについてはデータ（電磁的記録）により保存している。保存期

間については、ファイルについては 5 年である。5 年の根拠は出雲市文書管理規則に

準じたものであると思われる。また、電磁的記録については、敢えて削除するという

ことはない。」という主旨の回答を得た。 

 

（出雲市文書管理規則） 

（保存期間） 

第 61 条 文書の保存期間は、法令の定め、当該文書等の効力、重要度、利用度、資

料価値等を考慮して 30 年、10 年、5 年、3 年及び 1 年とし、その区分は、おおむね

次のとおりとする。 

（1）～（2）    （省略） 

（3）5 年保存文書  （一部省略） 

オ 会計上の文書・帳簿で決算を終わったもの 

（4）～（5）    （省略） 

 

（消費税法施行令） 

（帳簿の備付け等） 

第 71 条 事業者（消費税法第 9 条第 1 項本文の規定により消費税を納める義務が免

除される事業者を除く。）は、帳簿を備え付けてこれにその行った資産の譲渡等又は

課税仕入れ若しくは課税貨物（省略）の保税地域からの引取りに関する財務省令で定

める事項を整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。 

2 前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその

帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から 2 月（省略）を経過した日から 7

年間、当該事業者の納税地又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずる

ものの所在地に保存しなければならない。 

3 ～ 4 （省略） 

5 第 2 項の規定による帳簿の保存は同項に規定する課税期間の末日の翌日から 2 月

を経過した日から、（省略）5 年を経過した日以後の期間においては、財務大臣の定

める方法によることができる。 

 

（課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等） 

第 50 条 消費税法第 30 条 1 項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第 7

項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する
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課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の

末日の翌日から 2 月（省略）を経過した日から 7 年間、これを納税地又はその取引に

係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

ただし、財務省令で定める場合に該当する同条第 7 項に規定する帳簿又は請求書等に

ついては、同日から 5 年間を超えて保存することを要しない。 

2 前項に規定する課税期間の末日の翌日から 2 月を経過した日から 5 年を経過した

日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることが

できる。 

 

（指摘事項） 

 

当センターの会計に係る全ての資料または書類について、会計規程の中で保存期間

を明文化するべきではないかと考える。保存期間については曖昧な回答も見受けられ

たのも事実である。 

また、当センターは消費税の課税事業者である。すなわち、消費税の課税事業者は、

帳簿を備え付けてこれに取引を行った年月日、取引の内容、取引金額、取引の相手方

の氏名又は名称など（一定の場合は省略することができる。）を整然かつ明瞭に記載し、

この帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から 2月を経過した日から 7年間、

納税地等で保存する必要がある。 

帳簿の保存方法としては、原則として帳票類（現物）で保存することとなるが、特

例として、7 年間のうち最後の 2 年間は一定の要件を満たすマイクロフィルムによる

保存が認められている。 

さらに、あらかじめ所轄税務署長の承認を受けることにより、コンピューターで作

成した帳簿を、一定の要件の下に電子データ（電磁的記録）により保存することもで

きる。 

収入フローとは直接的な関連性はないが、消費税の課税事業者は、課税仕入れ等の

事実を記載した帳簿及び請求書等を 7 年間（消費税法施行令第 50 条参照）保存しな

ければ、仕入税額控除の適用を受けることができない。（6年目及び7年目については、

いずれか一方を保存すればよい。） 

 

以上のことを踏まえると、現状における当センターの資料または書類の保存方法及

び保存期間について、完全に要件を充足しているとは言い難いので、敢えて指摘事項

とした。 
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（５）仮口座について 

 

当センターにおいては、「仮口座」（普通預金口座）なるものが存在する。仮口座の

利用目的について尋ねたところ、「仮口座とは振込入金専用の口座である。第三者から

の振込は全て仮口座に入金される。振込があった場合、一時的には振込元と金額しか

把握できないため、振込の内容が判明した時点で本口座に振替えている。財務システ

ムへの入力については、本口座に振替えた時点で仕訳を起こしている。従って、仮口

座自体の会計科目（勘定科目）は存在しない。」という回答を得た。 

 

（監査意見） 

 

月末あるいは期末において仮口座の残高はゼロになるように処理されていること

が確認できた。仮口座の利用目的については理解できる。しかし、期中のある一時点

（月末あるいは期末以外）における財政状態について説明する必要性が生じたときに、

会計科目（勘定科目）の存在しない預金有高についての対応は不可能である。 

仮口座への振込入金は「仮受金」として処理するべきであると思われる。そして振

込の内容が判明した時点で適正科目に振替えらなければならない。会計科目（勘定科

目）の存在しない預金有高については違和感を感じる。大袈裟かも知れないが、期中

において、簿外資産が存在すると指摘された場合には反論できない。 

 

（６）現金過不足について 

 

直近 3 年間における窓口現金の過不足発生状況は以下のとおりである。 

 

（窓口現金の過不足発生状況）               （単位：円） 

平成 23 年度（32 件） 平成 24 年度（37 件） 平成 25 年度（37 件） 

余り 不足 余り 不足 余り 不足 

18,255 11,795 9,266 6,754 10,284 6,609 

（差引） 6,460 （差引） 2,512 （差引） 3,675 

 

現金過不足が生じた場合の処理について尋ねたところ、「現金過不足については、

決算書上では一切表現していない。（最終的に損益として認識していない。）会計上の

「現金過不足勘定」も存在しない。現金過不足については公金の扱いをしている訳で

はなく、金庫の中で簿外資産として保管している。」という回答を得た。 

また、窓口現金（医療費）について、帳票上の現金残高は医事システムと連動して
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いるので正規の現金残高であるため、帳票上の現金残高＞手許現金の場合には簿外資

産の現金から手許現金へ充当し、帳票上の現金残高＜手許現金の場合には過剰分の手

許現金を簿外資産の現金へと移管していることが確認できた。 

さらに、当センターにおける現金過不足が生じた場合の事後処理として、窓口現金

の担当者は総務課長宛てに「報告書」の提出が求められていることが確認できた。 

 

（指摘事項） 

 

まず、現金過不足が生じた場合、企業出納員または総務課長は直ちにその原因を明

らかにして管理者に報告すべきであると考える。 

そして、原因が究明できなければ、過剰金が生じた場合には、仮受金として処理し、

決算時点において当該収益に振替える必要がある。不足金が生じた場合には、仮払金

として処理し、決算時点において当センターの負担に属する分は当該経費に振替え、

職員の負担に属する分は未収金に振替えるべきであると考える。 

現金過不足の処理方法について、出雲市病院事業会計規程においては何も規定され

ていない。 

出雲市における他の公営企業である水道事業について、出雲市水道事業会計規程を

確認したが、現金過不足に関する規程は何ら存在しなかった。それぞれの公営企業単

位で規程として明文化する方法も 1 つの手段だが、現金過不足の処理方法に限らず、

全てにおいて統一した会計規程あるいは財務規則を出雲市の公営企業の共通の規則と

して設ける方法も 1 つの手段であると考える。 

現金過不足の金額の多寡について指摘している訳ではない。簿外の現金が存在する

こと自体が監査人としては大変に遺憾である。公金として認識していない現金が金庫

の中に存在しており、現金過不足が生じた場合の補填用として管理されているのが実

状である。 

過剰金が生じ原因が究明できなければ、その現金は公金として認識すべきである。

簿外の現金など存在してはならない。現金過不足について、早急に適正な処理がされ

ることを望む。 

 

（７）寄付金について 

 

直近 3 年間における寄付金の収受実績は以下のとおりである。なお、寄付金の形態

は全て現金であることが確認できた。 
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（寄付金の収受実績）                    （単位：円） 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

24.1.12 100,000 ― ― 25.5.31 100,000 

24.3.28 10,000 ― ― 25.11.27 30,000 

― ― ― ― 25.12.9 10,000 

― ― ― ― 26.3.12 100,000 

（合計） 110,000 （合計） 0 （合計） 240,000 

 

（８）金庫について 

 

当センターにおける金庫は 3 個だけ存在し、その内訳は以下のとおりである。 

 

①1 階医療費窓口金庫 

 

（用途） 

1 階の窓口現金（医療費）を業務中に保管する小金庫である。 

窓口金庫現金とレジ現金は手許現金として帳票上の現金と

照合された後に時間外窓口金庫にて保管される。 

（セキュリティ等） 嘱託職員により管理されている。 

 

②時間外窓口金庫 

 

（用途） 

窓口現金（医療費）については、業務終了から翌営業日業務

開始前（17：15～8：30）まで時間外窓口金庫にて保管され

る。 

救急外来（土・日・祝日・年末年始の昼間／8：30～17：15）

で収納した現金について保管される。 

（セキュリティ等） 
ダイヤルロック式の金庫であり、暗証番号は現金取扱員 20

名（健診費の嘱託職員 3 名を除く。）により管理されている。 

 

③4 階総務課金庫 

 

（用途） 

窓口現金（健診費）については、業務終了から翌営業日業務

開始前（17：15～8：30）まで 4 階総務課金庫にて保管され

る。 

小口現金の保管用にも利用されている。 
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（セキュリティ等） 

ダイヤルロック式の金庫であり、暗証番号は総務課正職員 8

名により管理されている。（うち、1 名が日常的に管理してい

る。） 

職員が不在となる夜間及び休日等については総務課入口を施

錠されている。 

 

（９）支出フローについて 

 

担当者 業務 帳票 

総務課正職員 出金事務 

① 負担行為伺兼命令書 

（財務システムにより作成） 

② 調書兼命令書 

（財務システムにより作成） 

 

③ 支払伝票 

（財務システムにより作成） 

 

①負担行為伺兼命令書 

 

負担行為伺兼命令書は財務システムにより作成されている。負担行為伺兼命令書に

おける記載例は以下のとおりである。 

 

（日本核医学会会費）                       （単位：円） 

款 002 病院事業費用 決 裁 金 額 15,000 

項 01 医業費用 本 体 金 額 15,000 

目 06 研究研修費 消費税額等 0 

節 05 研究雑費 予 算 現 額 3,880,480 

細節 0001 医師研究研修費 負 担 累 計 3,848,480 

明細 0004 医師（不課税分） 予 算 残 額 32,000 

 

②調書兼命令書 

 

調書兼命令書は財務システムにより作成されている。調書兼命令書における記載例

は以下のとおりである。 
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（地方公営企業会計制度改正に伴う例規整備支援業務）        （単位：円） 

款 002 病院事業費用 決 裁 金 額 829,500 

項 01 医業費用 本 体 金 額 790,000 

目 03 経費 消費税額等 39,500 

節 15 委託料 予 算 現 額 300,059,000 

細節 0009 その他委託費 負 担 累 計 265,404,379 

明細 0001 その他委託費 予 算 残 額 34,654,621 

 

負担行為伺兼命令書と調書兼命令書の違いは、支出負担行為をいつの時点で行った

かという点である。すなわち、負担行為伺兼命令書については、その都度、支出負担

行為について総務課長に確認するための帳票であり、調書兼命令書については、既に、

支出負担行為について総務課長に確認した内容に対しての調書を具備した帳票である。 

本来、支出負担行為と支出命令は独立した行為であり、支出負担行為の履行の確認

によって、支出命令が行われることになるが、負担行為伺兼命令書では同時に履行す

ることができる。 

 

③支払伝票 

 

支払伝票は財務システムにより作成されている。支払伝票は、上記①及び②の帳票

と連動し、①または②に入力された事実に基づき支払伝票が起票される。 

 

（出雲市病院事業会計規程） 

（会計伝票の種類） 

第 7 条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。 

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。 

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。 

4 振替伝票は、前 2 項に規定する取引以外のものについて発行する。 

 

出雲市病院事業会計規程における、いわゆる「支払伝票」とは何を示すのかについ

て尋ねたところ、「当センターでは、負担行為伺兼命令書及び調書兼命令書を（通称）

支払伝票という。」という回答を得た。 

 

（指摘事項） 

 

出雲市病院事業会計規程に従って実務が行われていないことは明白である。 
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収入伝票で指摘した内容と同様であるが、本来ならば預金支払取引については振替

伝票を発行するべきである。やはり、現金の範囲について明文化し、実務に沿った規

程を作成するべきである。 

しかし、収入フローの帳票と比較すると、支出フローの帳票は簡素化されている印

象を受けたのも事実である。この点に関しては一定の評価を与えるべきである。その

理由としては、1 つの財務システムにより業務を連動させていることが挙げられる。 

 

（10）小口現金について 

 

総勘定元帳によると、直近 1 年間における小口現金の支出時の会計上の相手科目は

前渡金 1 件を除き、全て「その他営業未払金」であることが確認できた。また、各種

研修会の参加のための費用については、小口現金による精算とは限らないが、出張伺・

旅行明細書・出張復命書・領収書・精算書につき適正に処理されていることが確認で

きた。また、「経費精算依頼書」を作成されているかどうかについて尋ねたところ、「依

頼書は作成していないが、精算書は作成している。」という回答を得た。 

 

（監査意見） 

 

小口現金については、4 階総務課金庫にて保管されている。日々、残高の確認等を

行っているとのことであるが、具体的な小口現金照合についての証拠書類は保存され

ていない。総勘定元帳とは独立した小口現金出納帳を作成し、定期的に照合するべき

であると考える。窓口現金と同様であるが公金を取り扱うことに対しては厳正なチェ

ック機能が要求されるべきである。 

また、費用計上のタイミングについて尋ねたところ、「全ての経費について発生主

義により計上しており、費用計上が遅れた事実はない。」という主旨の回答を得た。今

回の外部監査においては、全ての少額経費についての精査は実施していないので、こ

の点に関しては意見を差し控えることにする。 

 

（11）データ・バックアップについて 

 

財務システム及び医事システムのデータ・バックアップ方法については、サーバー

室において、毎日、午前零時前に端末内蔵のハード・ディスクに自動的に保存されて

いることが確認できた。 
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（12）窓口現金の収益計上について 

 

窓口現金の収益計上の時期について尋ねたところ、「月末において、調定が確定し

た後に財務システムに一括入力している。しかし、日々、窓口現金を収納した際には、

未収金を減額するという仕訳を起している。月中において、未収金の残高は正規の残

高と一致しないが医事システムにより確認できるため月末において必ず未収金の残高

は正規の残高と一致する。」という回答を得た。 

調定とは、歳入を徴収しようとする場合に、その内容を調査して、所属年度、歳入

科目、収入すべき金額、納入義務者等を内部的に決定する行為である。 

さらに、財務システムにおいて、患者別の未収金残高を把握しているかどうかにつ

いて尋ねたところ、「財務システムにおいては把握していない。医事システムにおいて

管理している。」という回答を得た。 

 

（監査意見） 

 

電子カルテシステムは医事システムと連動している。診療行為が行われると、レセ

プト情報に基づき、電子カルテシステムから医事システムに患者氏名等基本情報、来

院受付情報、診療情報（コストデータ）、患者診断病名、入院情報及び診療予約情報に

ついて連動し、診療報酬請求額は医事システムにより自動的に計算される。患者別の

未収金残高は医事システムにおいて管理されており、医事システムにおける未収金残

高が正規の残高を意味する。財務システムにおいては、医事システムとの直接的な連

動はなく、期末における総額での未収金残高照合を行っているに過ぎない。 

 

現状の窓口現金の収益計上時期については月末においてのみ認識されている。スト

ック面では、未収金の残高の減少を先行させる起票を行っている一方で、フロー面で

は、ある特定期間内（月間あるいは年間以外）の収益を認識することはできない。 

 

窓口現金すなわち自己負担分について、診療行為が完了し、患者に対して請求した

時点で収益計上すべきではないかと考える。診療行為の完了した当日に診療報酬（自

己負担分）を支払い終える患者が大半であり、自己負担分についての調定は確定して

いるのではないかと考える。厳密に言えば、それらの患者に対しての未収金は発生し

ていない。 

 

また、月末において、財務システムの未収金残高が必ずしも医事システムの未収金

残高と一致する保証はない。（款）流動資産、（項）未収金、（目）営業未収金／営業雑

未収金として区分されているが、営業未収金の中身は多種多様な入金が存在し、審査
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支払機関についての差異調整なども発生する。財務システムにおける営業未収金につ

いて、日々の残高を正規の残高と一致させ、適正な収益計上を実施するためにも、困

難な作業かも知れないが、医事システムと財務システムとの連動を可能にして患者別

の未収金残高を自動的に照合できるような仕組みが再構築されることを要望する。 
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２ 診療報酬請求業務 

 

（１）医療保険診療の流れについて 

 

日本における医療保険診療制度については概ね以下のとおりとなっている。 

 

①まず、被保険者（患者）は、本人が加入している医療保険制度の保険者（健康保険

組合、国、市町村等）に対して定期的に保険料を支払う。 

②保険者は被保険者に対して各種の保険証を発行する。 

③医療機関（病院・診療所）は患者に対して診療行為の提供を行う。 

④被保険者（又はその被扶養者）である患者は、医療機関から請求された金額（診療

報酬点数表に基づいて計算された金額のうち一定割合の金額：自己負担分）を支払

う。 

⑤医療機関は、レセプト（患者に対して行った診療行為・患者に投与された薬剤を記

載した診療報酬明細書）を作成して、各県の審査支払機関（健康保険：社会保険診

療報酬支払基金・国民健康保険：国民健康保険団体連合会）に対して請求する。 

⑥審査支払機関は、医療機関から提出されたレセプトについて、医師である審査委員

により構成された審査委員会において適正な医療行為の提供が実施されていたかど

うかについて審査し、保険者に対して審査済請求書を送付する。 

⑦保険者は、審査支払機関から提出されたレセプトを最終的に審査し、審査支払機関

⑤

⑧

③ ④ ⑥ ⑦

①

② 保険証の発行

⑨

審
査
済
請
求
書
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送
付

請
求
金
額
の
支
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医療費の通知

医療機関
（病院・診療所）

診療報酬の請求

審査支払機関
（社保・国保）

診療報酬の支払

診
療
行
為
の
提
供

自
己
負
担
分
の
支
払



- 88 - 

 

に対して請求金額を支払う。 

⑧審査支払機関は、医療機関に対して診療報酬を支払う。 

⑨保険者は、保険により支払われた医療費について被保険者に対して通知する。 

 

（２）診療報酬請求業務の流れについて 

 

当センターにおける審査支払機関に対する診療報酬請求業務の流れと会計処理（収

益計上時期等）は以下のとおりであることが確認できた。 

 

診療報酬請求業務 時 期 
（備 考） 

（会計処理） 

①当初請求 翌月 10 日 

（備考） 

診療月の末日で締めたレセプトの内容点検を翌

月上旬に行い、請求ができる状態にあるものにつ

いては、翌月 10 日前後にオンラインにより電子

データ送信する。（労災以外はオンラインによる

電子データ送信により処理している。） 

当初請求分は診療月の翌々月の月末に入金され

る。 

（会計処理） 

診療月の月末に収益計上している。 

②返戻 数日後 

（備考） 

審査支払機関による不備（主に事務的なミス）の

指摘により返戻レセプトが発生する。 

既に提出したレセプトについて当センターでの

記載誤り等を発見した場合、レセプトの取下げ

（返戻依頼）を提出することもある。 

（会計処理） 

返戻及び返戻依頼については医業収益を直接減

額する会計処理を実施している。 

③再請求 翌々月 10 日 

（備考） 

返戻レセプトを修正した後に次月の①当初請求

分と合わせて審査支払機関に対して再請求する。 

再請求については、オンラインによる電子データ

送信により処理せずに、紙で出力して請求する。 
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（会計処理） 

次月の①当初請求分と同時期である月末に収益

計上している。 

④減点査定 翌々月の月末 

（備考） 

審査支払機関の審査を受けた結果、事務的理由ま

たは医学的理由により当初請求が減点され、①当

初請求分と同時期に減点後の金額が入金される。 

（会計処理） 

医業収益を直接減額する会計処理を実施してい

る。過年度における減点査定についても同様に医

業収益を直接減額している。 

⑤再審査請求 

保険診療委員

会で再審査請

求することが

妥当であると

判断した時点 

（備考） 

他県での事例を参考にしたり、保険診療委員会で

検討した結果、減点理由に不服がある事例につい

ては、再審査請求している。 

（会計処理） 

会計処理なし。 

⑥復活 

事例により異

なるが再審査

請求から 1～2

ヶ月後 

（備考） 

当センターの異議申し立てが認められた事例で

ある。 

（会計処理） 

医業収益を直接増額する会計処理を実施してい

る。過年度における復活についても同様に医業収

益を直接増額している。 

⑦原審どおり 

事例により異

なるが再審査

請求から 1～2

ヶ月後 

（備考） 

当センターの異議申し立てが認められなかった

事例である。 

（会計処理） 

会計処理なし。 

 

①当初請求 

 

診療報酬の請求については、患者の自己負担分以外を審査支払機関に請求するため

にレセプトが作成されている。レセプトは患者別に月単位で作成され、その内容とし

ては、患者基本情報、入院外来区別、保険種別、診療科区別、病名、診療行為（検査、
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投薬、注射、画像診断、手術、リハビリ、処置等）、コメント等が記載されている。診

療報酬は医療機関が実施した診療行為ごとに診療報酬点数が定められており、医療機

関はこの点数を合算して診療報酬を請求することとなるため患者に対する診療行為を

点数化する必要が生じる。 

当センターにおいては、平成 23 年 1 月 1 日より電子カルテシステムを導入してお

り、医師の指示に基づいて実施した診療行為の情報は医師のほか看護師や他の医療担

当スタッフ等により電子カルテシステムに入力され、その情報は㈱ニチイ学館の入力

担当者によって点数化されて医事システムに連動する仕組みとなっている。そして、

医事システムで集約された結果、審査支払機関へオンラインにより電子データ（労災

以外）が送信される。 

電子カルテシステム導入のメリットは、診療行為・会計の待ち時間短縮、事務作業

の効率化、情報管理の一元化など患者に対するサービスの向上が挙げられる。電子カ

ルテシステム導入に係るコスト面での負担は避けられないが、公益社団法人全国自治

体病院協議会においても「電子カルテシステム導入ガイドライン」を作成し、電子カ

ルテシステムの導入を促進している。 

 

（監査意見） 

 

厚生労働省が公表した「公立病院改革ガイドライン」及び当センターが策定した「改

革プラン」における「経営の効率化」を実践しているものと評価できる。電子カルテ

システムの導入、オンラインによるデータ送信など、今後も更なる事務作業の効率化

を図り、診療報酬請求業務の向上、迅速化、人為的ミスの排除に努力されることを期

待する。 

 

②返戻 

 

返戻とは、審査支払機関から保険証の記号・番号の不備、点数、診療行為の内容と

病名の不一致等を理由に差し戻されたレセプトを意味する。また、同じ理由により、

当センターが発見した場合には返戻依頼として取下げる場合もある。 

 

当センターにおける平成 25 年度における返戻レセプトの発生状況は以下のとおり

であり、社保・国保ともに当センターからの返戻依頼の占める割合は 6～7 割程度で

あることが確認できた。 
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《平成 25 年度における返戻レセプトの発生状況（レセプト点数率）》    （単位：％） 

区分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

社保 2.65 0.97 2.23 2.33 1.43 2.25 3.78 0.24 0.20 5.66 0.41 4.19 

国保 1.55 0.93 0.10 1.60 1.12 2.29 0.90 5.33 1.45 0.38 0.36 1.45 

 

比較対象年度は異なるが、平成 21 年度における全国及び島根県の社保・国保別の

返戻レセプトの発生状況については、全国（社保・2.87％、国保・1.07％）、島根県（社

保 3.28％、国保 1.26％）であることが確認できた。 

 

また、当センターにおける直近 3 年間における返戻レセプトの発生状況は以下のと

おりであることが確認できた。 

 

《直近 3 年間における返戻レセプトの発生状況（レセプト点数率）》  （単位：％） 

年度 
総請求点数 

（A） 

返戻 

点数（B） （B／A） 

平成 23 年度 194,740,988 6,972,798 3.58 

平成 24 年度 206,675,223 5,340,994 2.58 

平成 25 年度 211,482,208 6,224,602 2.94 

計（平均） 612,898,419 18,538,394 3.02 

 

さらに、当センターにおける直近 3 年間における返戻依頼の事由別件数は以下のと

おりであることが確認できた。 

 

（直近 3 年間における返戻依頼の事由別件数）           （単位：件） 

事由 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 計 

（ア）保険変更のため 19 13 33 65 

（イ）労災適用のため 1 6 3 10 

（ウ）他法併用のため 8 3 5 16 

（エ）診療内容誤請求のため 20 28 27 75 

（オ）診療内容請求もれのため 30 12 17 59 

（カ）その他 49 34 16 99 

計 127 96 101 324 

 

返戻の事由別件数を大きく分けると、事務的理由（保険証管理不徹底等によるもの）

と医学的理由（診療内容について見解の相違によるもの）に区分される。 
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事務的理由については、症状詳記の記載漏れ、資格喪失後の受診、保険の本人・家

族の誤り、一部負担金の記載誤り、明細書の記載要領の誤り等が挙げられる。 

医学的理由については、類似病名の整理及び終了病名の転帰、検査の必要性、PET‐

CT の必要性、リハビリの必要性等が挙げられる。 

 

③再請求 

 

再請求とは、返戻レセプトを修正した後に、再び審査支払機関に対して請求する行

為を意味する。当センターにおける再請求の割合について尋ねたところ、「再請求率は

100％です。」という回答を得た。 

 

④減点査定 

 

減点査定とは、審査支払機関の審査を受けた結果、事務的理由または医学的理由に

より、当初請求が認められずに減点されることを意味する。 

 

また、当センターにおける直近 3 年間における減点査定の発生状況は以下のとおり

であることが確認できた。 

 

《直近 3 年間における減点査定の発生状況（レセプト点数率）》     （単位：％） 

年度 
総請求点数 

（A） 

減点査定 

点数（C） （C／A） 

平成 23 年度 194,740,988 433,620 0.22 

平成 24 年度 206,675,223 1,319,851 0.64 

平成 25 年度 211,482,208 450,536 0.21 

計（平均） 612,898,419 2,204,007 0.36 

 

※平成 24 年度の減点査定の異常高値は、脳血管症患等リハビリテーション料（廃用

症候群の場合）において、回復が見込める患者が対象で、現状維持のカラーが強い

患者分は、医学的判断と称して減点を受けたことによるものである。 

 

審査支払機関は、県単位で設置されており、審査の内容については、各県別での見

解が異なる事例あるいは社保・国保での見解が異なる事例も存在することが確認でき

た。 

審査支払機関には、社会保険診療報酬支払基金（社会保険診療報酬支払基金法に基
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づき、診療報酬請求書の審査及び保険者から医療機関への診療報酬の支払仲介を目的

として設立された特別民間法人）及び国民健康保険団体連合会（国民健康保険法に基

づき、保険者が共同して国保事業の目的を達成するために必要な事業を行うことを目

的にして設立された公法人）が存在する。 

また、現在の島根県における審査支払機関（社保・国保）の審査委員のメンバーに

は当センターの歴代院長が就任されていることが確認できた。 

 

⑤再審査請求 

 

再審査請求とは、審査支払機関による減点査定の通知を受けた結果、原則として、

6 ヶ月以内に減点査定の内容について不服がある場合については異議を申し立てるこ

とができる。医学的に診療行為の妥当性を主張し、再審査請求をするに至った理由を

具体的に主張しなければならない。 

当センターにおける再審査請求の最終判断は、保険診療委員会で決定される。保険

診療委員会は薬事審議会を兼ねて毎月第 4 水曜日に開催されており、保険診療委員会

のメンバーについては診療部（医師）、看護部（看護師）、薬剤科（薬剤師）、事務局（医

事課）、㈱ニチイ学館（専門職）で構成されている。 

また、当センターにおける再審査請求書には、必ずレセプト症状詳記連絡書が添付

されており、患者 ID、患者氏名、医師名、診療科、診療年月のほかに、症状詳記コメ

ントが医師により詳細に記入されていることが確認できた。 

 

⑥復活 

 

復活とは、文字通り、審査支払機関の再審査の結果、医療機関の異議申し立てが認

められた事例のことを意味する。 

 

⑦原審どおり 

 

原審どおりとは、文字通り、審査支払機関の再審査の結果、医療機関の異議申し立

てが認められなかった事例のことを意味する。 

 

（３）会計処理（収益計上時期等）について 

 

地方公営企業法、地方公営企業法施行令及び地方公営企業法施行規則においては以

下のとおり定められている。 
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（地方公営企業法） 

（計理の方法） 

第 20 条 地方公営企業においては、その経営成績を明らかにするため、すべての費用及

び収益をその発生の事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなけ

ればならない。 

2 地方公営企業においては、その財政状態を明らかにするため、すべての資産、資本及

び負債の増減及び異動を、その発生の事実に基き、かつ、適当な区分及び配列の基準並び

に一定の評価基準に従って、整理しなければならない。 

 

（地方公営企業法施行令） 

（収益の年度所属区分） 

第 10 条 地方公営企業の収益の年度所属は、左に掲げる区分による。 

1 主たる収益及び付帯収益については、これを調査決定した日の属する年度。但し、こ

れにより難い場合においては、その原因である事実の存した期間の属する年度 

2 ～ 3 （省略） 

（費用の年度所属区分） 

第 11 条 地方公営企業の費用の年度所属は、左に掲げる区分による。 

1 ～ 2 （省略） 

3 前2号以外の費用については、費用の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。

但し、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度 

 

（地方公営企業法施行規則） 

（損益勘定の区分） 

第 4 条 損益勘定のうち収益勘定は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。

この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分す

ることができる。一 営業収益  二 営業外収益  三 特別利益 

2 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、過年度損益修正益及びその他特別利益の

項目の区分に従い、細分しなければならない。 

3 損益勘定のうち費用勘定は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。この

場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分するこ

とができる。 

一 営業費用  二 営業外費用  三 特別損失 

4 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、過年度損益

修正損及びその他特別損失の項目の区分に従い、細分しなければならない。 
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厚生労働省が公表している病院会計準則の第 4 章「損益計算書原則」においては、

損益計算書の（様式例）として、以下のとおり定められている。 

 

科          目 金        額 

Ⅰ 医業収益 

  1 入院診療収益 

  2 室料差額収益 

  3 外来診療収益 

  4 ～ 6 （省略） 

    合計 

  7 保険等査定減 

Ⅱ 医業費用 

       （省略） 

  

××× 

××× 

××× 

××× 

 

 

 

 

 

 

××× 

 

 

××× 

××× 

 

 

 

すなわち、地方公営企業法及び地方公営企業法施行令によると、費用収益の認識基

準について、発生主義（収益については発生主義の枠内での実現主義）を採用するこ

とによって、適正な期間損益計算を行い、その期間の経営成績を的確に把握するため

に費用収益対応の原則（ある期間に生じた収益とこれを得るために要した費用を対応

させて認識すること）の遵守が要求されている。 

地方公営企業会計基準の見直しが平成 24 年 2 月 1 日より施行されていることは周

知の事実である。この見直しは、最大限、現行の民間の企業会計原則を取り入れるこ

ととされているが、今後、発生主義の原則、費用収益対応の原則についてはより強化

されるものと予想する。 

また、病院会計準則は平成 16 年 8 月 19 日に改正されているが、これに先立ち「開

設主体別病院会計準則適用に関する調査・研究報告書」が厚生労働省から公表されて

いる。病院の開設主体は公的な法人から民間法人まで多種類のもの（独立行政法人・

地方独立行政法人・地方公営企業・社会福祉法人・公益法人・医療法人等）が存在し、

通常、その開設主体それぞれに法人としての会計基準が存在する訳であるが、実務上

は、法人としての会計基準と病院会計準則を調整して、会計処理を行うことになる。

言うまでもなく、当センターが依るべき会計基準とは地方公営企業会計基準であり、

従って、病院会計準則との擦り合わせが必要になると考える。 

 

①当初請求 

 

当センターにおいては、既に述べたように、自己負担分については月末において一

括して収益計上されている。そして、審査支払機関に対する当初請求についても月末
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において一括して収益計上されている。請求保留レセプトについての収益計上時期に

ついて尋ねたところ、「審査支払機関への請求を保留しているレセプトについては、会

計上は何も処理していない。」という回答を得た。また、当センターにおける直近 3

年間の各年度末におけるレセプト保留状況は以下のとおりであることが確認できた。 

 

（直近 3 年間の各年度末レセプト保留状況）             （単位：点） 

年度 平成 23 年度末 平成 24 年度末 平成 25 年度末 

点数 2,500,526 1,663,995 1,328,211 

 

請求保留レセプトとは、既に診療行為が完了しているにもかかわらず、診療月の翌

月 10 日までに当初請求として審査支払機関への提出が間に合わず、請求を保留して

いる状態のレセプトを意味する。請求保留レセプトの発生原因は、生活保護法等の公

費申請に時間を要する場合あるいは保険証の不備等が考えられる。 

 

（監査意見） 

 

発生主義の観点からすると、如何なる理由で請求保留レセプトが発生したとしても、

既に診療行為が完了していることから、審査支払機関に対する請求金額を確定するこ

とが可能な場合には、収益計上すべきであると考える。 

当センターにおいては、請求ができる状態にあるものを対象に当初請求として収益

計上されているが、適正な期間損益計算を遂行するために、請求保留レセプトについ

ても収益計上するように会計処理の改善を要望する。また、請求保留レセプトが常時

発生することにより、キャッシュ・フローの悪化にも影響するので、請求保留レセプ

トの発生自体を抑える努力も必要ではないかと考える。 

 

②返戻 

 

当センターにおける返戻及び返戻依頼が発生した場合の会計処理について尋ねた

ところ、「返戻及び返戻依頼の時点では何も会計処理しないで、再請求の時点で調整し

ている。」という回答を得た。 

しかし、総勘定元帳によると、返戻及び返戻依頼が発生した時点で医業収益を直接

減額する会計処理を実施されていることが確認できた。さらに、返戻依頼の中には、

請求もれ（本来、審査支払機関に対して請求することができる診療行為の対価を当初

請求の時点で正確に請求していない事例）も含まれていることが確認できた。 
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（監査意見） 

 

返戻または請求もれの削減について、チェック・アイ（レセプト・チェックシステ

ム）及び㈱ニチイ学館（常勤及び専門職）による点検などの対策を実施されている点

は評価できる。返戻及び返戻依頼についての回答と実務が矛盾しているようにも思え

るが、請求もれによる返戻依頼については、会計上、請求もれであることが判明して、

審査支払機関に対する請求金額を確定することが可能になった時点で収益計上すべき

であると考える。 

 

③再請求 

 

当センターにおいては、当月の返戻レセプトを修正した後に、次月の当初請求と同

時期である月末に収益計上されている。 

 

（監査意見） 

 

仮に、3 月分の当初請求について、何らかの理由で返戻が生じた場合、4 月分の当

初請求と同時期である 4 月末に収益計上されることとなる。既に診療行為が完了して

いる診療報酬請求業務について、特に、年度末においては、適正な期間損益計算が実

施されるよう会計処理の改善を要望する。 

 

④減点査定 

 

当センターにおいては、減点査定があった場合、医業収益（入院収益または外来収

益）を直接減額する会計処理を実施されている。過年度において当初請求した事例が

現行年度において減点査定された場合についても同様に医業収益を直接減額する会計

処理を実施されている。 

 

（監査意見） 

 

過年度における減点査定については、理論的には特別損失の過年度損益修正損とし

て費用計上する会計処理の方が、発生主義あるいは費用収益対応の原則に合致してい

ると考えられるが、病院会計準則の様式例によると、医業収益のマイナス項目として

保険等査定減なる勘定科目が設けられている。 

すなわち、現行の実務においては、過年度における減点査定について、特別損失の

過年度損益修正損とする会計処理と医業収益のマイナス項目とする会計処理が認めら
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れていると考えられようが、現行年度においては医業収益のマイナス項目として処理

し、少なくとも、過年度における減点査定については、特別損失の過年度損益修正損

として費用計上した方が、発生主義あるいは費用収益対応の原則に合致しているもの

と考える。 

また、当センターにおいては、厳密に言えば、医業収益のマイナス項目として処理

していない。医業収益を直接減額しているだけである。 

当センターにおける収益勘定の項目は、（款）病院事業収益、（項）医業収益、（目）

入院収益／外来収益、（節）入院収益／外来収益として区分されているが、減点査定が

あった場合、入院収益あるいは外来収益を直接減額している。損益計算書において、

現行年度に発生した保険等査定減の金額を認識できるように会計処理の改善を要望す

る。 

 

⑤再審査請求 

⑥復活 

⑦原審どおり 

 

当センターにおいては、再審査請求の時点では収益計上することなく、復活が確定

した時点で収益計上されている。従って、再審査請求の結果、原審どおりの場合には

何も会計処理は実施されていない。 

 

（監査意見） 

 

当センターにおける再審査請求の割合について尋ねたところ、「審査支払機関によ

る減点査定の通知を受けた事例のうち、約 10％は保険診療委員会の最終判断を経て再

審査請求している。」という主旨の回答を得た。 

確かに、再審査請求の時点では復活する保証はないうえに、レセプトを再製する作

業にも時間と労力を要することは想像できる。しかし、当センターとして、審査支払

機関に再審査請求した以上、その時点で収益計上すべきでないかと考える。返戻レセ

プトを修正した後の再請求の場合には収益計上し、再審査請求の場合には収益計上し

ないという会計処理は整合性に欠けるものと思われる。発生主義による適正な期間損

益計算を遂行するためにも会計処理の改善を要望する。 

付け加えるならば、再審査請求の時点で収益計上することにより未収金の把握が煩

雑になると思われるので、再審査請求レセプトの管理が重要になると思われる。（項）

未収金のうち、（目）営業未収金については、「再審査請求分の未収金勘定」を設ける

方法も 1 つの手段であると思われる。困難な作業かも知れないが、医事システムにお

ける審査支払機関に対する未収金情報が自動的に財務システムに連動できるような仕
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組みが再構築されることを要望する。 

 

（４）レセプトの点検・分析について 

 

①レセプト・チェックシステム 

 

当センターにおいては、レセプトのチェックについて、以前は㈱ニチイ学館に委託

していたが、平成 25 年 4 月よりチェックの一部を切り離して、ソフトウェアである

チェック・アイ（レセプト・チェックシステム）を導入している。 

 

全国的にも、診療報酬の査定は電算化されてきており、島根県においても、島根県

国民健康保険団体連合会では平成 23 年 4 月より電算チェックシステムが導入されて

いる。また、島根県は全国でも有数の審査が厳しい県であるという意見もあり、近隣

におけるチェック・アイの導入病院は、島根大学医学部附属病院、松江市立病院、大

田市立病院であることが確認できた。 

 

チェック・アイを導入するメリットは以下のとおりである。 

 

（チェック・アイを導入するメリット） 

項目 備考 

（ア）コストの確実な回収 

  （コストフライの減少） 

・病名不備等による査定の減少 

 再請求不可であるものについて確実に報

酬を得るようにする。 

・禁忌査定薬剤の処方の減少（病名の整理） 

 処方薬等の費用の確実な回収をし、院外

薬局からの請求の減少を目的とする。 

（イ）請求漏れ項目の点検 

・当センターの電子カルテシステムの運用

上、請求漏れがないかどうかチェックでき

る。 

（ウ）医師のレセプト審査の負担軽減 

・毎週点検することにより、レセプト審査

を 1 ヶ月サイクルの中で平準化できる。 

・医療クラークの代行入力により、医師の

作業時間の縮減を図る。 

 

チェック・アイは 1 週間に 1 回ペースで実施されており、1 度チェックが発生した

事例について再度誤りが発見された場合にはエラーメッセージによる再発防止が可能



- 100 - 

 

となり、マンパワーの限界を回避するためにもそれなりの効果は期待できるものと考

えられる。しかし、日々、進化し続ける医療現場において、診療行為を 100％全て正

しく点数化するまでには至らないという現実があるということも付け加えておく。今

日の医療における診療報酬請求業務はそういった日々の積み重ねにより成り立ってお

り、可能な限り、コストの確実な回収（コストフライの減少）に努力しなければなら

ない。 

 

また、当センターの改革プランには「今後の取組み」として以下の内容が記されて

いる。 

 

② 経営の健全化 

ⅰ 増収対策 

項目 概要 実施期限 今後の予定 

ウ 診療報酬明細

書の点検作業の効

率化及び精度向上 

・レセプトチェックシ

ステムを導入し、査定

減の減少、請求漏れの

減少、医師のレセプト

審査業務の負担軽減を

図る。 

実施中 

○医学管理科を中心

に算定もれ対策を実

施。年間で 1 千万円

程度の収益増を予

定。 

 

（指摘事項） 

 

チェック・アイの点検を行った後、㈱ニチイ学館（常勤 16 名・専門職 3 名）のス

タッフによる点検を行っていること、または、チェック・アイの導入により、㈱ニチ

イ学館への委託料の減少に繋がったこと（導入前は、㈱ニチイ学館への委託料にチェ

ックによる対価も全て含まれていた。）は評価できるが、チェック・アイ導入前後にお

いての費用対効果の検証が曖昧である。 

チェック・アイは 2,850,000 円（税抜）で購入し、ランニングコスト（保守料）は、

医療事務委託料と切り離して、月額 100,000 円（税抜）発生していることが確認でき

た。 

チェック・アイを導入する時点での起案用紙によると、保険者査定減に月額

180,000 円、潜在コスト発掘に月額 50,000 円、医療事務委託料減に月額 112,000 円、

医師負担軽減に月額 117,000（3,000 円×3 時間×13 人）円とし、合計で月額 459,000

円の経費の減少を予想されていた。さらには、現実として発生していないチェック・

アイの運用費（1 名のシステム運用常勤スタッフ）として月額 350,000 円を想定され

ていたのも事実である。 
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単純に計算すると、（459,000 円－100,000 円）×12 ヶ月＝4,308,000 円の経費の減

少に繋がるはずである。しかし、質問票Ｂ⑯における回答では、医師負担軽減に月額

468,000 円とされている。（180,000 円＋50,000 円＋112,000 円＋468,000 円）×12 ヶ

月≒10,000,000 円という数字は、厳密に言えば、増収対策だけではなく、経費の縮減

も含まれている。改革プランにおいては、ランニングコスト（100,000 円×12 ヶ月＝

1,200,000 円）について一切考慮されていない。しかも、チェック・アイ導入前の起

案段階と改革プランを比較すると、医師負担軽減の金額に相当の乖離があると言える。 

チェック・アイ導入前後における費用対効果について検証されているかどうかにつ

いて尋ねたところ、「ソフトウェアのメリットは享受しているイメージはあるが、数字

的な部分の把握は困難であるので、検証はしていない。」という主旨の回答を得た。 

改革プランに限らず、何らかの意思決定を行う場合、計画を実行し、検証して初め

て有意義であると言える。起案段階での数字の根拠を検証すべきである。当センター

は自治体病院であり、公金により運営されているという事実を再認識して頂きたいと

いう意味を込めて、敢えて指摘事項とした。 

 

②保険診療委員会 

 

当センターにおいては、毎月第 4 水曜日に保険診療委員会兼薬事審議会が開催され、

レセプトの査定分析を行い、医師または職員のスキルアップと情報の共有化が図られ

ている。 

保険診療委員会における提出資料として、請求セレプト件数（国保・社保別／入院・

外来別）、総請求点数（国保・社保別／入院・外来別）、返戻増減額（国保・社保別／

入院・外来別／返戻・減点・過誤減点）、減点整理台帳が存在する。当センターにおけ

る減点整理台帳の様式例は以下のとおりであることが確認できた。（減点理由のアルフ

ァベットは審査支払機関からの通知と同様である。） 

 

《減点整理台帳の様式例（△・・・医学的減点 ▲・・・事務的減点）》 

№ 診療年月 主治医 科 患者番号 氏名 点数 理由 減点内容 備考 

1 ××× ××× 内科 ××× ××× △×× A   

2 ××× ××× 外科 ××× ××× ▲×× B   

3 ××× ××× 内科 ××× ××× △×× C   

4 ××× ××× 外科 ××× ××× ▲×× D   

 

A・・・医学的に適応と認められないもの   

B・・・医学的に過剰・重複と認められるもの 
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C・・・A、B 以外の医学的理由により適当と認められないもの 

D・・・告示、通知の算定要件に合致していないと認められるもの 

 

返戻及び減点査定について、診療科別の減点整理台帳の資料提示が可能であるかど

うかについて尋ねたところ、「以前は診療科別にレセプトを提出していたので可能であ

ったが、現在は 1 人の患者が複数の診療科で診療行為を受けた場合、減点の事例別に

台帳を作成しているので、システム上、診療科別の点数は把握していないので資料提

示は困難である。」という主旨の回答を得た。 

また、減点理由のアルファベット別の割合について把握されているかどうかについ

て尋ねたところ、「審査支払機関から紙で送付されるので、減点理由についての割合に

ついて、抽出して算出するという作業はしていない。」という回答を得た。 

 

（監査意見） 

 

減点整理台帳の利用目的は、保険診療委員会における再審査請求の最終判断、査定

減の対策、情報の共有化などが考えられる。たしかに、個々の事例については、主治

医から㈱ニチイ学館の担当者（減点整理台帳の備考欄を分析シートと称し、㈱ニチイ

学館の専門職が作成している。）に至るまで詳細に報告されている点は評価できるが、

当センター全体としての査定分析のために、減点整理台帳のシステムの改善を行い、

診療科別の減点整理台帳の作成を可能にして減点理由別に査定分析を実施し、内部管

理資料として利用すべきであると考える。 

 

（５）DPC（包括評価方式）の導入について 

 

DPC とは「Diagnosis Procedure Combination」の略で「診断群分類」という

意味であり、包括評価方式と称されている。DPC は、入院医療費について、「入院医

療費＝包括診療費×入院日数×医療機関別係数＋出来高診療費」とする計算方法である。 

当センターにおける現行の入院医療費については、検査、投薬、注射、画像診断、

手術、リハビリ、処置等の診療行為を合計して計算する出来高方式により計算されて

いる。すなわち、全ての診療行為を回数または使用量に応じて点数化する方法である。

これに対して、DPC によると、診療行為のほとんどが包括されて定額となる。（包括

評価されても手術など出来高により算出する項目は存在する。）しかし、患者が支払う

医療費について出来高方式により計算した場合と DPC により計算した場合で高くな

るケースや安くなるケースもあり、単純な比較は困難であるということも事実である。 

DPC は平成 15 年から厚生労働省により推進されてきており、大病院を中心にして

全国の病院に拡大されている。DPC を導入している病院のことを「DPC 対象病院」
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と称して、DPC を導入する前の段階でDPC の認定を目的として厚生労働省にデータ

を提出している病院のことを「DPC 準備病院」と称する。 

 

島根県における他の自治体病院については以下のとおりであることが確認できた。 

 

DPC 対象病院 DPC 準備病院 出来高方式 

島根県立中央病院 

松江市立病院 

安来市立病院 

 

 

 

大田市立病院 

雲南市立病院 

その他 

 

当センターにおいて、DPC を導入していない理由について尋ねたところ、医事課

スタッフから概ね以下のとおり回答を得ることができた。 

 

《DPC を導入していない理由（医事課スタッフ）》 

・診療情報管理士が存在しないためにデータ管理が徹底できない。 

・外科医が多く存在し、手術が頻繁に行われるような高度医療を提供する病院と比較する

と、当センターにおける現状を考えた場合は出来高方式が即しているかも知れない。 

・診療行為をコーディングする作業（データベース化）及びデータベースからの抽出・加

工・分析などの作業に係るコストと、DPC への移行により期待できる入院収益増額の費

用対効果が数字として把握できない。 

・DPC の前段階であるパス（クリティカルパス）の設定をパス委員会で行っているが、

DPC の導入までの検討には発展しないというのが実態である。（医療提供体制が整備され

ていない。） 

・同規模である安来市立病院（199 床）が DPC 対象病院である理由は、診療情報管理士

であるベテランの職員が存在しており、2 年間という年月を費やして DPC に移行してい

る。専属的かつ専門的なノウハウをもった職員が存在しなければDPC への移行は困難で

ある。 

・安来市立病院は以前から地方公営企業法における全部適用を採用している。当センター

は全部適用になって日が浅いので、組織、財務、職員の身分取扱等（人事異動・人事交流）

について、専門性に長ける人材が定着しないという事実があり、DPC への移行を底辺で

支えるのは事務的な専門性を有した職員に他ならないために DPC への移行は困難であ

る。（全部適用になったとしても、当センターの人事権の大半を有しているのは出雲市で

あるために、短期間で異動があった場合には一部適用と大きな差異は生じない。） 

・松江市立病院については、新棟建設に伴って、精力的な改革（DPC への移行を含む。）

を実施されている。 
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・当センターにおける職員の身分が地方公務員である以上、人事異動は避けて通れないた

めに、当センターへの異動が「往復切符」であるというスタンスがあるという事実は否定

しきれないので、様々な改革が実施できない。（経営の効率化、組織再編、経営形態の見

直しを含む。） 

・DPC の導入は、当センターにおける今後の課題の 1 つであることは間違いない。 

 

（監査意見） 

 

当センターの未来に対する有意義な回答であると、監査人としては共感する次第で

ある。組織の中には、上記のような意思をもった職員が、日々、医療現場の改善のた

めに切磋琢磨しているという事実がある。開設者、管理者、経営企画監及び事務局長

等の基幹職等については、当センターが抱える諸問題に対して改めて真摯に取り組む

べきである。 

「医は算術なり」であると揶揄するつもりは全くないが、当センターにおける医師

または職員を含めた全てのスタッフの意識改革が必要ではないかと考える。やはり、

「医は仁術なり」でなければならない。 

DPC を積極的に導入すべきであると指摘しているのではなく、当センターにおけ

る DPC の導入検討の可否について、最終意思決定機関である幹部会議において何も

議論されていない事実及び改革プランにおいて何も記載されていない事実に対して意

見するものである。 
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３ 未収金 

 

（１）未収金の発生について 

 

当センターの未収金の勘定科目体系については以下のとおりであることが確認で

きた。 

 

未収金 

営業未収金 
入院収益未収金 現年度／過年度 

外来収益未収金 現年度／過年度 

営業雑未収金 健診収益、ドック収益、室料差額、その他 

営業外未収金 一般会計負担金、その他 

その他未収金 一般会計負担金、県補助金、その他 

 

営業未収金とは、医業収益に係る未収金であり入院収益未収金と外来収益未収金に

区分される。また、入院収益未収金及び外来収益未収金について、審査支払機関に対

する未収金、労働者災害補償保険に係る労働局に対する未収金、自動車損害賠償責任

保険に係る保険会社に対する未収金、患者に対する未収金（自己負担分）に区分でき

るが、いわゆる「未収金」としての管理・回収が必要になると思われるのは患者に対

する未収金（自己負担分）であり、それ以外の未収金についての回収は概ね確実であ

ると考える。 

 

①滞納金 

 

当センターにおける未収金の発生から滞納金として認識するまでの流れは以下の

とおりであることが確認できた。 

 

時系列 項目 内容 

当初請求 請求書の発行 

（入院収益未収金） 

定期支払：毎月末締め翌月 15 日

請求により月末期限とする。 

退院時支払：退院時請求 

休日退院：翌営業日請求 

（外来収益未収金） 

夜間の救急外来：翌営業日請求 

上記以外：当日請求 
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1 ヶ月経過 電話及び文書請求 

当初請求から 1 ヶ月経過した時

点で「医療費の未払いについて

（お願い）」という文書と納入通

知書を送付している。 

2 ヶ月経過 支払督促書 

当初請求から 2 ヶ月経過した時

点で「医療費に関する支払督促

書」という支払督促と納入通知

書を送付している。 

  

当センターにおけるいわゆる「滞納金」の認識について尋ねたところ、「当初請求

から 2ヶ月経過した時点で滞納金として認識している。滞納金は滞納管理システム（医

事システムからデータを抽出して作成されたシステムである。）で管理している。」と

いう主旨の回答を得た。 

既に述べたように、当センターにおける医業収益は全て営業未収金を経由して入金

処理されている。すなわち、自己負担分に係る窓口現金を当日に支払った場合におい

ても、財務システムにおいて、1 度は営業未収金に計上されるということである。 

 

（地方公営企業法施行令） 

（未収及び未払） 

第 13 条 地方公営企業の現金の収支を伴う収入及び支出のうち、その債権又は債務の確

定の際直ちに現金の収納又は支払をしないものについては、未収又は未払として計理しな

ければならない。 

 

広義においては全てが未収金となる訳であるが、狭義における未収金がいわゆる

「滞納金」として取り扱われている。 

また、当初請求から 2 ヶ月間という具体的な期間設定の理由について尋ねたところ、

「特に理由はない。」という回答を得た。さらに、1 ヶ月経過した時点での「文書」と

2 ヶ月経過した時点での「支払督促書」の内容を比較したところ、大きな差異は見当

たらなかったという事実もある。 

 

（監査意見） 

 

出雲市会計規則、地方自治法及び地方自治法施行令においては以下のとおり定めら

れている。 
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（出雲市会計規則） 

（督促） 

第 18 条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第 231 条の 3

第 1 項の規定により、当該納入義務者に対し、納期限後 20 日以内に督促状を発しなけれ

ばならない。 

2 前項の規定による督促の指定期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場

合を除き、当該督促状を発した日から 15 日以上の期間をおかなければならない。 

 

（地方自治法） 

（督促、滞納処分等） 

第 231 条の 3 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳

入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定して

これを督促しなければならない。 

 

（地方自治法施行令） 

（督促） 

第 171 条 普通地方公共団体の長は、債権（地方自治法第 231 条の 3 第 1 項に規定する

歳入に係る債権を除く。）について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を

指定してこれを督促しなければならない。 

 

滞納金の定義として 2 ヶ月経過した時点での未収金とする根拠は何も存在しない。

本来ならば、支払期限を過ぎた未収金は全て滞納金であると言える。即時収納を原則

としているため、全ての当初請求についての支払期限が設けられている訳ではない。

厳密に言えば、全ての当初請求に対して支払期限を設定するべきであり、滞納金の定

義を会計規程において明文化するべきであると考える。（診療報酬請求債権は私法上の

原因に基づいて発生する「私債権」に区分されるために、公法上の「公債権」とは異

なる。従って、地方自治法施行令第 171 条における督促は行政処分ではなく、滞納処

分は不可能である。） 

また、支払督促書の内容については、債権者として、債権回収の意思表示が弱いよ

うに思われる。1 ヶ月経過時点での文書請求との差異を明確にして、法的措置の選択

などの文言を記載したより具体的な督促書に変更すべきであると考える。 

 

②滞納金の発生防止 

 

滞納金の発生防止の実施策について尋ねたところ、「現時点では検討段階である。
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滞納が発生すると回収は困難であるので、滞納発生の入口を強化しようと考えている。

具体的な対策については検討中であるが、1 つの方法として、滞納金として認識する

までの期間設定を 2 ヶ月では遅いので、期間を短縮しようと考えている。」という主

旨の回答を得た。 

滞納金の主な発生原因として、生活困窮等による場合、高額医療費により支払が困

難な場合、夜間の救急外来による当日の請求ができない場合、退院日が休日に該当す

るために当日の請求ができない場合、支払拒否による場合などが挙げられることが確

認できた。 

また、滞納金の発生の傾向として、外来収益よりも医療費が高額となり一度に支払

ができない入院収益についての発生割合が高いという事実がある。当センターにおい

ては、全ての入院患者に対して入院時に入院申込書（兼入院誓約書）の提出を義務付

けており、大腸内視鏡検査、ポリープ切除等の 1 泊 2 日入院以外の患者に対しては連

帯保証人と連署により入院誓約書を提出することとしている。 

 

（監査意見） 

 

滞納金の発生防止策として入院患者に対して単なる保証人ではなく連帯保証人を

立てることは評価できる。しかし、自治体病院として入院患者に連帯保証人を立てる

ことを強制できるかどうかについて、法令上の根拠についての明確な回答は得られな

かった。法令上の根拠に乏しい限り、条例等により明確にすべきではないかと考える。 

今後は民法の改正により連帯保証人が禁止されるかも知れない。自治体病院として

の診療報酬請求権が民法の改正に影響を受けるかどうかは定かではないが、何らかの

処置あるいは対応策が必要になると思われる。 

 

（民法） 

（保証人の責任等） 

第 446 条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責

任を負う。 

2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 

3 （省略） 

 

（連帯保証の場合の特則） 

第 454 条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前 2 条（催告の

抗弁・検索の抗弁）の権利を有しない。 
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（連帯保証人について生じた事由の効力） 

第 458 条 第 434 条から第 440 条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務

を負担する場合について準用する。 

 

（指摘事項） 

 

過去において、連帯保証人による代位弁済を受けた事実があるかどうかについて尋

ねたところ、「連帯保証人に請求した事実はあるが、連帯保証人から回収した事実はな

く、当センターは債権を消滅させることなく、引き続き、滞納金（債権）を有してい

る。」という回答を得た。 

連帯保証人からの代位弁済の実績がないのでは、そもそも連帯保証人を立てる意味

がないのではないかと思われる。患者本人の資産状態はもとより、連帯保証人の資産

状態まで把握することは到底困難な作業であることは理解できるが、滞納金の発生防

止策として連帯保証人を立てているのであれば、より積極的な回収作業に取り組むべ

きである。 

また、入院患者に滞納金が発生する傾向が高いのであれば、例えば、入院保証金（現

行の医療保険制度上許容されているが、当センターにおいて現時点では導入されてい

ない。）等を導入する方法のも 1 つの対策であると考える。入院医療費概算通知また

は事前相談（分納相談など）については相談員（地域連絡係）により実施されている

点は評価できるが、患者（親族）からの依頼に応じて概算通知をするのではなく、全

ての入院患者に対して実施すべきではないかと考える。 

退院時における精算と未精算の割合について尋ねたところ、「具体的な数字は即答

できないが、およそ未精算の割合は 1 月あたり 2～3 件（分納相談についての件数と

ほぼ同じ割合である。）であり、完納されることなく退院される。退院日が休日に該当

する場合に未精算になる傾向が多い。」という回答を得た。 

滞納金の発生について、原因あるいは傾向が分析されているにも拘らず、具体的な

対策を実施されていないことについては疑義を抱かざるを得ない。後述するが、当セ

ンターにおける滞納金の累計は多額である。現時点において検討段階という回答では、

遅きに失する。 

是非、滞納金の発生防止について、早急に入口の強化に努めて頂くことを要望する。 

 

○療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて 

（平成 17 年 9 月 1 日保医発第 0901002 号保険局医療課長通知）（抄） 

4 その他 

 なお、上記に関連するものとして、入院時や松葉杖等の貸与の際に事前に患者から預託
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される金銭（いわゆる「預かり金」）については、その取扱いが明確になっていなかった

ところであるが、将来的に発生することが予想される債権を適正に管理する観点から、保

険医療機関が患者から「預かり金」を求める場合にあっては、当該保険医療機関は、患者

側への十分な情報提供、同意の確認や内容、金額、積算方法等の明示などの適正な手続を

確保する。 

 

（２）未収金の管理及び回収について 

 

①事務処理マニュアル 

 

出雲市においては、毎年 2 回（5 月・11 月）に収納対策本部会議が開催されている。

参加者は副市長、財政部長、その他「市税・保険料」、「医療・保育料」、「住宅使用料」、

「上下水道料」に区分された班ごとの各部課長または局次長クラスのメンバーであり、

収納課を中心にして、様々な収納向上対策について協議し、情報の共有化のために開

催されていることが確認できた。 

また、出雲市建築住宅課においては、「出雲市営住宅等家賃滞納整理事務処理要項」

が定められており、市営住宅家賃の滞納発生から法的措置までの事務の流れが詳細に

規定されていることが確認できた。 

 

（「出雲市営住宅等家賃滞納整理事務処理要項」の要約） 

時系列 項目 備考 

滞納発生 督促状送付 ・納期限までに未納の場合 

3 ヶ月分以上滞納 催告状送付 
・督促状を受けて 3 ヶ月分以上

未納の場合 

3 ヶ月分以上滞納 
保証人に対する納付指導依

頼 

・保証人又は連帯保証人に対し

て家賃納付指導を依頼 

5 ヶ月分以上滞納 呼出状送付 

・呼出しによる個別指導 

・納付誓約書の提出 

・保証人に対して内容通知 

7 ヶ月分以上滞納 保証債務履行請求書送付 ・保証人に対して送付 

8 ヶ月分以上滞納 最終催告 

・最終催告書を内容証明郵便に

より送達 

・保証人に対して内容通知 

最終催告期限まで滞納 
支払督促の申立 ・民事訴訟法による申立 

条件付使用許可取消等 ・条件付使用許可取消及び明渡
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請求書を内容証明郵便にて送付 

明渡請求に応じない場合 明渡訴訟等 
・明渡及び滞納家賃の支払いを

求める訴訟提起 

判決確定時点 強制執行の申立 
・明渡執行、動産執行又は債権

執行 

 

（指摘事項） 

 

当センターにおいて、独自に作成された未収金回収マニュアル等が存在するかどう

かについて尋ねたところ、「訪問徴収マニュアル、滞納管理システムマニュアル（ソフ

トウェアの操作方法）は存在するが、未収金について定めた規程等は作成していない。」

という回答を得た。 

地方自治体が保有する財産は、「公有財産」、「物品」、「債権」及び「基金」に区分

されているが、債権については、公債権と私債権に区分できる。建築住宅課における

市営住宅等家賃と同様に診療報酬債権は私債権であり、債権としての性質は同質であ

ると考える。収納対策本部会議に出席し様々な情報を知り得たうえで、事務処理マニ

ュアル（未収金回収マニュアル等）を作成してない点については疑問が残る。「出雲市

営住宅等家賃滞納整理事務処理要項」を参考にするなどして、当センター独自の事務

処理マニュアルが作成されることを要望する。 

 

②訪問徴収 

 

当センターにおける滞納額の推移は以下のとおりであり、年々増加していることが

確認できた。 

 

（滞納額推移表） 

項目 種別 H20 H21 H22 H23 H24 

滞納者数 

（人） 

入院 66 61 53 85 70 

外来 142 112 112 94 110 

滞納金額 

（円） 

入院 18,033,989 19,772,114 18,195,028 20,714,011 18,772,477 

外来 4,440,442 4,394,181 4,515,728 4,253,611 4,702,223 

総額 22,474,431 24,166,295 22,710,756 24,967,622 23,474,700 

 

また、当センターにおいては、平成 17 年 9 月より滞納管理システムを導入し、平

成 20 年 6 月より滞納金の回収として訪問徴収（2 人組の 2 班体制）を実施している。 
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（訪問徴収実績） 

年度 H20 H21 H22 H23 H24 

実施日数（日） 28 25 28 20 19 

延訪問世帯数 453 446 397 317 235 

徴収総額（円） 373,295 417,029 379,941 192,736 179,970 

徴収率（％） 2 0.4 0.7 0.3 0.4 

在宅率（％） 46 46 41 52 38 

 

さらに、平成 25 年度の実績によると、実施日数 19 日、延訪問世帯数 225 件、徴

収総額 339,600 円であり、改革プランにおいては、「未収金の管理強化」を掲げて、

平成 26 年度からは 2 人組の 4 班体制による訪問徴収に拡充されていることが確認で

きた。 

 

② 経営の健全化 

ⅰ 増収対策 

項目 概要 実施期限 今後の予定 

オ 未収金の管理

強化 

・前年度未収金額合計

に対する当年度の入金

額の目標値を設定す

る。 

実施中 

＜24 年度目標値＞ 

収納率： 

現年分    99.4％ 

滞納繰越分  10.9％ 

・月 2 日程度の訪問徴

収日を設け、訪問徴収

を強化する。 

実施中 

・2 人 1 組により、休

日及び平日に訪問徴

収を実施 

・誠意の見られない

滞納者については、

法的措置を含め対応

を検討する。 

 

（監査意見） 

 

まず、滞納額について全く減少していない事実を真摯に受け止めるべきである。 

滞納管理システムを導入し、未収金の管理強化を目標とされていることは理解でき

る。また、訪問徴収については、人数の増員、担当地域の分担、休日訪問、訪問徴収

用処理履歴の作成など様々な工夫を凝らして滞納金の回収に努力されている。さらに、

未払医療費に関する（支払猶予・分割支払）確約書の提出により、債務を承認させて、



- 113 - 

 

時効の中断を謀る点は評価できる。 

しかし、滞納額の総額と訪問徴収実績の徴収総額を比較すると、あまりにも実益に

乏しい結果であると言える。訪問徴収者は嘱託職員 1 名を除き、残りは全て正職員で

ある。徴収コストが度外視されているように思えて仕方ない。1 日あたりの訪問徴収

者の人件費及び訪問徴収額について費用対効果が得られているかどうかについて尋ね

たところ、「得られていないと思う。」という回答を得た。訪問徴収者の人件費が訪問

徴収額より多ければ、訪問徴収を実施しない場合の方が当センターのキャッシュ・フ

ローがプラスに働くという矛盾が生じる。滞納金の回収努力を怠れば職務怠慢である

と指摘されるかも知れないが、実用性のある回収策を実施しなければ実施する価値は

ない。 

後述するが、訪問徴収について費用対効果が得られない債務者については、債権放

棄することが可能であれば、訪問徴収者の訪問徴収に係る労働時間を他の職務内容に

費やした方が当センターにとって有益であると考える。 

 

（指摘事項） 

 

また、改革プランにおいて、「誠意の見られない滞納者については、法的措置を含

め対応を検討する。」との記載があるが、その実績について尋ねたところ、「法的措置

に踏み切った事実はなく、自治体病院として法的措置（訴訟等）による回収が正しい

方法かどうか、近隣の他の自治体病院において先行事例等があれば追随し易くなると

思われる。今のところ、他の自治体病院の実績は把握していない。」という回答を得た。

仮に、当センターの意思を尊重するならば、改革プランを訂正し、真実（実現可能な

対策）を記載すべきではないかと考える。 

 

③その他の回収対策 

 

未収金の管理強化を実践するために、訪問徴収の他に活用できる回収対策として外

部委託することが挙げられる。地方公営企業法第 33 条の 2 の規定等に基づき、民間

事業者が有するノウハウを積極的に活用し、未収金回収業務を委託することができる。 

 

（地方公営企業法） 

（公金の徴収又は収納の委託） 

第 33 条の 2 管理者は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務について

は、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めること

ろにより、私人に委託することができる。 
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また、総務省の通達により、民間事業者の活用として、「基本的な考え方」、「医業

未収金の徴収又は収納に関する事務のうち委託できるものの事例」、「委託に当たって

特に注意が必要な事務」、「民間委託実施後の留意事項」、「個人情報の保護」がとりま

とめられている。 

 

（総務省自治財政局地域企業経営企画室長） 

《総財経第 74 号（平成 20 年 3 月 31 日）》 

医業未収金の徴収対策の留意事項等について 

 公立病院の未収金の管理強化については、「公立病院改革ガイドライン」（平成 19 年 12

月 24 日付け総務省自治財政局長通知）においても、収入増加・確保対策に係る具体的な

取組みの一例として掲げたところですが、医業未収金は依然として増加傾向にあります。 

 このため、民間事業者への委託をはじめとする医業未収金の徴収対策を講ずる際の留意

事項について、下記のとおりとりまとめましたので、病院事業を設置している地方公共団

体においては、これを参考にして一層積極的な取組みを行われるようお願いします。 

 

（監査意見） 

 

当センターにおいては、平成 25 年に司法書士法人への未収金回収業務委託につい

て、出雲市と検討された事実があることが確認できた。検討の結果、外部委託するま

でには至らなかったようであるが、訪問徴収と外部委託について、再度、徴収コスト

を精査したうえで比較検討されることを要望する。 

また、出雲市建築住宅課においては、明渡及び滞納家賃の支払いを求める訴訟（法

的措置）の前段として、出雲市顧問弁護士による督促状の送付を実施されている事実

がある。当センターと弁護士の間で契約した場合、地方公営企業法における全部適用

の公営企業として相応の費用負担が発生するかも知れないが、採算性を重視して検討

することも 1 つの手段である。 

その他に、法的措置として、裁判所による支払督促、少額訴訟、民事調停などが考

えられる。いずれも費用は少額であり、有効であると思われるが、最終的には通常訴

訟に移行して強制執行しない限り、本来の目的は達成できないかも知れない。 

当センターは自治体病院であり、滞納金の未回収は、出雲市の財政に影響するだけ

でなく、住民間の不平等にもつながりかねない。医療機関と患者という立場であると

同時に債権者と債務者という立場であることを再認識し、滞納金の回収に努力される

ことを要望する。さもなければ、直ちに不納欠損処理すべきであると考える。 
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（３）未収金の残高照合について 

 

①未収金の残高照合 

 

前述したとおり、財務システムにおいては、患者別の未収金残高は把握せずに、医

事システムにおいて把握されていることが確認できた。 

未収金の残高照合に関して、財務システムと医事システムの残高照合のタイミング

について尋ねたところ、「期末において残高照合を実施しているが、毎年、必ず未収金

の残高が一致する訳ではない。原因を究明したうえで、最終的に不明な場合は財務シ

ステムの未収金残高を調整して適当な損益科目に振替えている。」という回答を得た。 

また、決算時における財務調整（財務システムの未収金残高を医事システムの未収

金残高に合わせる調整）については以下のとおりであることが確認できた。 

（単位：円） 

科目 H23 H24 H25 

入院収益未収金 373,720 82,126 8,940 

外来収益未収金 147,000 195,079 58,940 

営業雑未収金 137,325 210,849 93,733 

営業外未収金 0 39 21,961 

合計 658,045 488,093 183,574 

 

（指摘事項） 

 

まず、「窓口現金の収益計上について」での回答では、「月末において必ず未収金の

残高は正規の残高と一致する。」という主旨の回答を得たが、月末における窓口現金の

収益計上時点（未収金）では一致したはずの残高が期末において乖離する事実は残念

であると言える。 

自己負担分以外の未収金（審査支払機関についての差異調整など）で差異が生じる

のか、あるいは、自己負担分を回収した時点で差異が生じるのか、いずれにせよ、毎

年、未収金残高の財務調整が必要となるようでは月次試算表の残高の信憑性はないと

考える。少なくとも、月次試算表を作成する段階において、毎月、未収金の残高照合

は実施すべきである。 

 

（４）不納欠損について 

 

年度別の滞納状況の集計表は以下のとおりであることが確認できた。 
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（年度別滞納状況確認表） 

滞納判断調定日：H26.3.30  ／  調定期間：S61.6.30～H26.6.1  （単位：円） 

年度 

滞納 

者数 

（人） 

滞納 

件数 

（件） 

当初請求額 納付済額 滞納額 

 

請求可能額 
時効予定額 保留額 

S61 0 0 0 0 0 0 0 0 

S62 0 0 0 0 0 0 0 0 

S63 1 1 89,190 69,260 19,930 0 0 19,930 

H1 0 0 0 0 0 0 0 0 

H2 0 0 0 0 0 0 0 0 

H3 1 2 216,730 100,160 116,570 0 0 116,570 

H4 1 1 86,310 0 86,310 86,310 0 0 

H5 1 1 109,140 0 109,140 109,140 0 0 

H6 1 1 76,550 0 76,550 76,550 0 0 

H7 2 7 363,600 15,000 348,600 323,020 0 25,580 

H8 2 9 599,740 14,000 585,740 585,740 0 0 

H9 2 10 612,000 0 612,000 612,000 0 0 

H10 3 9 380,118 4,000 376,118 327,560 0 48,558 

H11 2 6 190,080 0 190,080 190,080 0 0 

H12 3 4 246,573 49,402 197,171 183,050 0 14,121 

H13 3 27 379,345 171,669 207,676 162,960 0 44,716 

H14 5 28 676,266 79,000 597,266 584,285 0 12,981 

H15 8 30 1,353,453 247,082 1,106,371 895,597 0 210,774 

H16 15 69 1,885,240 284,425 1,600,815 787,237 0 813,578 

H17 15 67 2,351,611 385,072 1,966,539 1,417,899 0 548,640 

H18 10 45 1,560,313 34,049 1,526,264 1,398,514 0 127,750 

H19 16 54 2,568,846 260,072 2,308,774 1,344,776 0 963,998 

H20 19 67 2,206,971 356,037 1,850,934 872,250 0 978,684 

H21 16 54 1,686,716 106,430 1,580,286 1,286,374 0 293,912 

H22 20 46 2,284,686 172,402 2,112,284 97,095 0 2,015,189 

H23 18 31 936,010 68,000 868,010 171,458 0 696,552 

H24 32 70 2,221,196 462,122 1,759,074 0 0 1,759,074 

H25 89 131 2,331,926 312,205 2,019,721 0 0 2,019,721 

合計 187 770 25,412,610 3,190,387 22,222,223 11,511,895 0 10,710,328 
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（注）合計の滞納者数は実員を表す。 

請求可能額は、未収額のうち時効予定にも保留にもなっていない額を表す。 

消滅時効は、調定日または時効中断日（一部入金、納付誓約等）から 3 年で計算してい

る。 

また、滞納者別の滞納状況の集計表は以下のとおりであることが確認できた。 

 

（滞納者別滞納状況確認表） 

滞納判断調定日：H26.3.30  ／  調定期間：S61.6.30～H26.6.1  （単位：円） 

債務者 
合計 入院 外来 

件数 滞納額 件数 滞納額 件数 滞納額 

A 31 2,347,193 31 2,347,193 0 0 

B 67 2,162,060 11 887,960 56 1,274,100 

C 115 1,952,286 14 844,650 101 1,107,636 

D 22 1,383,842 4 1,252,765 18 131,077 

E 33 1,097,276 12 1,041,166 21 56,110 

F 7 980,598 6 972,419 1 8,179 

G 22 755,016 22 755,016 0 0 

H 47 555,440 0 0 47 555,440 

I 9 486,336 9 486,336 0 0 

J 4 454,025 4 454,025 0 0 

K 9 401,642 9 401,642 0 0 

L 5 386,555 5 386,555 0 0 

M 4 378,000 4 378,000 0 0 

N 4 316,416 4 316,416 0 0 

O 10 296,798 10 296,798 0 0 

P 8 289,766 5 273,266 3 16,500 

Q 3 280,365 3 280,365 0 0 

R 4 256,142 4 256,142 0 0 

S 5 254,830 5 254,830 0 0 

T 5 247,304 4 216,634 1 30,670 

合計 
770 22,222,223 310 18,039,095 460 4,183,128 

（人数） 187 （人数） 86 （人数） 121 

 

さらに、過去 3 年間における会計上の不納欠損処理状況は以下のとおりであること

が確認できた。 
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（過去 3 年間における会計上の不納欠損処理状況）          （単位：円） 

項目 H23 H24 H25 

不納欠損額 390,630 394,958 21,719 

件数（件） 29 18 2 

人数（人） 7 6 2 

 

①会計上の不納欠損 

 

不納欠損について、債権を放棄しまたは時効等により債権が消滅した事実があるか

どうかについて尋ねたところ、「条例または議会の議決による債権放棄の手続きを行っ

ていないため、債権を放棄した事実はありません。また、時効の援用により債権が消

滅した事例もありません。但し、事実上、徴収不能または徴収困難である事例（滞納

者の行方不明、資力喪失状態、自己破産、死亡した場合における相続人の不存在また

は相続放棄等）については、収入欠損として会計処理上、収入予定債権の中から除外

する不納欠損処理を行っています。過去 5 年間の不納欠損処理実績は、71 件、897,743

円です。」という主旨の回答を得た。 

また、不納欠損の認識について尋ねたところ、「不納欠損とは、法律上の債権を消

滅させる処理ではなくて、あくまで会計上の債権を損失計上する処理であると認識し

ている。従って、当センターの債権自体は存在している。」という回答を得た。 

 

（出雲市病院事業会計規程） 

（不納欠損） 

第 22 条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債

権が消滅した場合においては、企業出納員は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金

額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって管理者に報告するとともに、振替

伝票を発行しなければならない。 

 

（地方自治法） 

第 96 条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

1～9  （省略） 

10 法令若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利

を放棄すること。 

11～15 （省略） 
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（民法） 

（3 年の短期消滅時効） 

第 170 条 次に掲げる債権は、3 年間行使しないときは、消滅する。ただし、第 2 号に

掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。 

1 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権 

2 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権 

 

（指摘事項） 

 

出雲市病院事業会計規程に従って実務が行われていないことは明白である。 

当センターにおける貸借対照表は実態の財政状態を反映していないものと考える。

すなわち、当センターは会計上の不納欠損処理を先行させることによって、資産を過

少計上し、法律上の債権としては引き続き認識しているという矛盾した処理を実施し

ている。毎年、簿外資産（簿外管理をしている法律上の債権）が発生していると指摘

されても仕方ないと言える。 

 

②他の自治体病院 

 

他の自治体病院の不納欠損処理について尋ねたところ、「現状の不納欠損処理につ

いては、当センターが実施している処理方法が自治体病院における通常の処理方法で

あると認識している。」という主旨の回答を得た。 

 

（指摘事項） 

 

監査人としては、当センターが実施している処理方法は単なる問題の先送りであり、

その場しのぎの方法でしかないと考える。会計上の不納欠損処理を実施した債務者に

ついても、滞納管理システムには「滞納者」として引き続き認識しているという事実

が確認できた。 

しかし、会計上の不納欠損処理を実施した滞納者については訪問徴収の対象外とし、

現実問題として、事実上、債権回収の意思表示をしていないという事実もある。 

徴収不能または徴収困難である事例について、いわゆる「みなし消滅」とするので

あれば、会計規程を改訂する以外に方法はないと考える。早急に、実務に沿った規程

を作成するべきである。 
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③債権の消滅 

 

会計規程 22 条を忠実に読む限り、債権が消滅しない場合は、不納欠損することは

できない。 

当センターにおける会計上の不納欠損処理は、債権を消滅させずに実施されている。

年度別滞納状況確認表によると、昭和 63 年に発生した滞納金について、今もなお請

求可能額として認識している事実がある。また、診療報酬債権は私債権に該当するた

めに、時効経過した後に債務者の援用がない限り、債権は消滅しない。 

 

（民法） 

（時効の援用） 

第 145 条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることが

できない。 

 

（時効の利益の放棄） 

第 146 条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。 

 

（時効の中断事由） 

第 147 条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 

1 請求 

2 差押え、仮差押え又は仮処分 

3 承認 

 

（時効の中断の効力が及び者の範囲） 

第 148 条 前条の規定による時効の中断は、その中断事由が生じた当事者及びその承継

人の間においてのみ、その効力を有する。 

 

（監査意見） 

 

債権が消滅する場合は 2 つである。債権を放棄するか、または、時効の援用である。 

債務者の多くは時効の援用についての知識は知り得ないであろうし、時効の中断を

謀る意味で請求または承認という手続きを継続する場合、滞納金は増加の一途を辿る

ように思われる。 

無暗に滞納金として認識し続けるという考え方は否定的に捉えるべきである。徴収

実績が好調であり、滞納金の発生防止の入口強化が実施されていれば問題はないが、

現実として、滞納金は増加傾向にある。 
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しかし、会計規程に沿って、議会の議決を経て債権を放棄することは肯定的に考え

るべきである。債権放棄の件数または金額の多寡によって、債務者の滞納を助長する

という危険性もあるかも知れないが、相当の年数が経過した滞納金について、このま

ま法律上の債権もしくは会計上の債権（監査人は、法律上の債権と会計上の債権は一

致するものと考えている。）として認識すること自体が歪んだ処理であり、実態の財政

状態を表す貸借対照表が作成されているとは言い難い。 

 

④債権管理条例 

 

当センターにおいて、債権管理規程等が作成されているかどうかについて尋ねたと

ころ、「債権管理規程は、現在のところ作成しておりません。」という回答を得た。 

また、出雲市において、債権管理条例が制定されているかどうかについて尋ねたと

ころ、「出雲市において、私債権に関する債権管理条例は存在しない。但し、収納対策

本部会議で債権管理条例の制定について取り上げられた事実はある。」という主旨の回

答を得た。 

 

（監査意見） 

 

債権を放棄するにあたり、個別の債権について、1 件ごとに、あるいは 1 人の滞納

者ごとに議会の議決を得る方法よりも、債権管理条例を制定し、一律に債権放棄がで

きる規定を設ける方法が客観的かつ迅速であると考える。現状の当センターにおける

会計上の不納欠損は、事実上の徴収不能者を対象としているが、最終的には主観的判

断に基づくものである。 

 

当センターが地方公営企業法における全部適用に移行したとしても、独自の債権管

理規程を設けて債権放棄することが困難であるならば、出雲市全体として、債権管理

条例を制定し、条例に基づいて粛々と実務を実施すべきではないかと考える。雲南市

立病院を開設している雲南市においては「私債権の管理に関する条例」が制定されて

いることが確認できた。 

 

是非、出雲市においても「私債権に関する債権管理条例」が制定されることを要望

する。既に述べたように、建築住宅課においては、独自の滞納整理事務処理要項が定

められているようであるが、私債権である市営住宅等家賃と診療報酬債権についての

管理が同質でなければ、住民にとって不平等が生じる可能性がある。現状のままでは、

当センターは今後も債権の管理について混迷するであろうし、法律上の債権と会計上

の債権を同一視しないという、曖昧な処理方法を継続することになりかねない。 
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今回の包括外部監査においては、当センターを監査対象としているため、これ以上

の言及はしないが、出雲市全体の問題として、収納課を中心に「私債権に関する債権

管理条例」が制定されることを強く要望する。 

 

⑤貸倒引当金 

 

地方公営企業法の改正により、地方公営企業会計基準の見直しが平成 24 年 2 月 1

日から施行され、平成 26 年度の予算及び決算から適用されることとなった。 

地方公営企業会計制度の改正前において、貸倒引当金を計上していなかった理由に

ついて尋ねたところ、「これまでの制度では、退職給与引当金と修繕引当金のみ任意適

用が認められていたため、貸倒引当金は計上していませんでした。平成 26 年度から

は、地方公営企業会計制度の改正に基づき、計上が義務付けられました。」という回答

を得た。 

また、平成 26 年度の予定貸借対照表（改正後）における貸倒引当金 500,000 円の

計上根拠は対象滞納額に 2.50％（繰入率）を乗じた金額であり、繰入率の算定根拠に

ついては以下のとおりであることが確認できた。 

 

（消滅時効対象金額に対する不納欠損処理額）              （単位：円） 

年度 対象滞納額（A） 不納欠損額（B） （B／A） 

H23 16,015,008 390,630 2.44％ 

H24 17,124,126 394,958 2.31％ 

H25 18,089,515 452,237 2.50％ 

（注）平成25年度における452,237円は不納欠損見込額であり、実績は21,719円である。 

 

（企業会計原則注解 18） 

将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能

性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する

金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債

の部又は資産の部に記載するものとする。 

 

《病院会計準則（貸借対照表原則 11（2））》 

 貸倒引当金は、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、合理的な基準により算定し

た見積高をもって計上しなければならない。 
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（監査意見） 

 

たしかに、改正前の地方公営企業会計制度においては、原則として、貸倒引当金の

計上は認められていなかったかも知れない。しかし、当センターにおける滞納状況確

認表によると、明らかに徴収不能であると認められる滞納額は容易に見積ることがで

きる。法律上の債権としての不納欠損を躊躇していた事実を踏まえると、過去におい

ても貸倒引当金を設定すべきではなかったかと考える。 

今後は、債権について、回収可能性（一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等）

を詳細に検討し、その区分ごとに繰入率と個別法の折衷法により貸倒引当金を計上す

べきであると考える。最後に、総資産のうちに占める割合が僅か 1％にも満たない滞

納金の取扱についても細心の注意を払い、当センターの財政状態及び経営成績に関し

て、「ありのままの」真実な報告が提供されることを期待する。 
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４ 支出項目 

 

（１）医薬品及び診療材料の棚卸減耗費について 

 

当センターは SPD システム（Supply Processing and Distribution 医療材料に係

る物流管理システム）により医薬品の仕入管理が行われているため、医薬品庫から薬

品が払い出される都度その払出し情報が記録され、払い出された医薬品が自動的に注

文されるようになっている。このため、薬品倉庫への受入れと払出しの記録はシステ

ムによって自動的に行われることとなるが、期末においては実地に棚卸が行われてい

る。 

棚卸減耗費についての質問に対する回答によると、決算書（損益計算書）上、棚卸

減耗費に表示されている金額は、帳簿棚卸高と実地棚卸高との差額ではなく、期中に

廃棄処理した医薬品の合計金額であるとのことであった。 

 

（指摘事項） 

 

本来は、棚卸減耗費に表示する金額は帳簿棚卸高と実地棚卸高との差額であるべき

であり、廃棄処理した医薬品については、「医薬品廃棄損」等の勘定科目を用いるべき

である。 

棚卸減耗費に関して、出雲市病院事業会計規程には以下の文言がある。 

 

（出雲市病院事業会計規程） 

第 49 条（たな卸修正） 

「企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一

致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行してこれを修正しなければな

らない。」 

 

帳簿棚卸高と実地棚卸高の差を認識しないのは会計規程に反している。SPD シス

テムにより、帳簿上（理論上）の棚卸高は把握されており、かつ、期末実地棚卸によ

り期末の実際の数量が確認できているため、期末において帳簿棚卸高と実地棚卸高と

の差異の有無を確かめ、差異があればこれを棚卸減耗費に計上すべきである。また、

その差異の原因について検証すべきである。 

 

（２）職員給与費について 

 

①職員給与費対医業収益比率について 



- 125 - 

 

 

当病院の平成 23 年度から平成 25 年度の決算書に添付された経営指標によると、

職員給与費（対医業収益）比率は、平成 23 年度 58.7％、平成 24 年度 55.8％、平成

25 年度 54.8％となっている。 

 

（当センターの発行する経営指標上の職員給与費対医業収益比率の推移） 

 

 

しかし、平成 23 年度から平成 25 年度までの病院事業会計決算書から医業収益と

職員給与費を抜き出し、そのまま職員給与費対医業収益比率を計算すると下図の通り

となる。 

 

（損益計算書数値による給与費対医業収益比率） 

 

 

上図の通り、経営指標に記載された職員給与費対医業収益比率と、決算書上の給与

費対医業収益比率には大きな差異があることがわかる。例えば平成 25 年度で比較す

ると、決算書上の比率が 74.2％と高率であるのに対し、経営指標として示されたのは

54.8％である。この差の原因について質問したところ、「統計上のルールで、職員給与

費から非常勤医師や嘱託職員の給与等を除いたところで職員給与費比率を計算してい

るため」との回答であった。具体的には、「地方公営企業決算状況調査表作成要領」に

従い、次表のとおり職員給与費を計算しているということであった。 

  

平成23年度 平成24年度 平成25年度

55.8% 54.8%職員給与費対医業収益比率 58.7%

（単位：千円）

決算書上の給与費合計 1,701,852 1,780,010 1,807,654

平成23年度 平成24年度 平成25年度

決算書上の給与費対
医業収益比率

77.3% 75.0% 74.2%

決算書上の医業収益高 2,202,340 2,373,561 2,435,789
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（当センターの計算による職員給与費対医業収益比率） 

 

 

平成 25 年度でいえば、上図の通り決算書上の給与費合計は 1,807,654 千円である

が、経営指標としての職員給与費対医業収益比率の計算上は、この給与費合計から、

児童手当 11,955 千円、短期賃金 332 千円、退職手当負担金 124,858 千円、非常勤・

嘱託職員報酬 310,906 千円が差し引かれたところで計算されているため、経営指標上

の職員給与費は 1,359,602 千円となり、職員給与費対医業収益比率は 54.8％という率

になっているとのことであった。 

 

（指摘事項） 

 

「統計上のルールで、職員給与費から非常勤医師や嘱託職員の給与等を除いたとこ

ろで職員給与費比率を計算している」とのことであったが、非常勤医師や嘱託職員の

給与も当センターが負担する人件費に相違なく、職員給与費に該当すると考えるのが

常識的である。また、嘱託職員には雇用契約の年限があるとはいえ、実際は複数年に

わたり勤務することが多く、当センターに専属して勤務する職員であるため、勤務実

態についても正職員と大きな違いはない。もしも非常勤医師や嘱託職員の給与等を職

員給与費から除外して計算するのが正当であるとすると、人件費総額は同額であって

A

B

C

D

E

F

G

H

I

（単位：千円）

122,744 124,858

250,773 295,825 310,906非常勤・嘱託職員報酬

経営指標計算上の職員給与費
{D－(E～H計）}

1,319,443 1,349,539 1,359,602

経営指標上の職員給与費
対医業収益比率（I÷C）

2,373,561 2,435,789

44,779 44,779 44,779

58.7% 55.8% 54.8%

決算書上の医業収益高

一般会計繰入金のうち救急医療分

経営指標計算上の医業収益高
（A＋B）

決算書上の給与費合計

児童手当

短期賃金

2,247,119 2,418,340 2,480,568

1,701,852 1,780,010 1,807,654

11,813 11,500 11,955

371 401 332

退職手当負担金 119,451

平成23年度 平成24年度 平成25年度

2,202,340
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も、正職員の比率を下げ、非常勤や嘱託職員の比率を高めれば職員給与費対医業収益

比率は低くなることになり、実態に即した経営指標にならないと感じる。 

この非常勤職員や嘱託職員の給与費について、総務省の担当局に問い合わせたとこ

ろ、公立病院の決算統計上、非常勤職員等の給与に関する取扱は、「地方公営企業決算

統計ハンドブック」の以下の部分に記載されている通りであるとのことであった。 

 

（地方公営企業決算統計ハンドブック 1182 ページ） 

（１）「職員給与費」 

 （中略） 

ウ 「賃金」 

「賃金」は、（中略）常時雇用の臨時又は非常勤の職員及びこれらの職員と同様の雇

用状態にある職員に支給された賃金を記入する。したがって臨時的業務に係る短期的

雇用職員（アルバイト職員）に支給されたものは職員給与費に含めず「その他」に記

入すること。 

 

上記の記述から判断すると、「臨時的業務に係る短期的雇用職員（アルバイト職員）」

の給与がある場合、それは「賃金」に含まれず、その結果職員給与費から除外される

こととなるが、非常勤医師の報酬や嘱託職員の給与は臨時的業務に係るアルバイト給

与ではないため、「常時雇用の臨時又は非常勤の職員及びこれらの職員と同様の雇用状

態にある職員に支給された賃金」に該当すると考えるほかない。このため、非常勤医

師の報酬や嘱託職員の給与及び社会保険料は当然に「賃金」として職員給与費の一部

に含めるべきこととなろう。 

平成 23 年度から 25 年度の職員給与費対医業収益比率の計算上、職員給与費から

除外されている非常勤医師や嘱託職員の給与や社会保険料は「報酬」勘定に計上され

ており、平成 23 年度 250,773 千円、平成 24 年度 295,825 千円、平成 25 年度 310,906

千円と非常に高額である。 

これらの金額を職員給与費に含めたところで職員給与費対医業収益比率を再計算

すると、平成 23 年度 69.8％、平成 24 年度 68.0％、平成 25 年度 67.3％となる。 

この非常勤職員給与等についての決算統計ハンドブックや決算状況調査表作成要

領の記述内容の解釈を巡って、当センターとの間で意見が相違したが、監査人として

は上述の通り、非常勤医師、嘱託職員給与とその社会保険料を職員給与費に含めて決

算統計資料を作成することが正当と考える。 

 

②高い給与費比率への対応について 

 

上述の通り、当センターの平成 25 年度の職員給与費対医業収益比率は 67.3％であ
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り、これは平成 24 年度地方公営企業年鑑に示された全国の同規模公立病院の平均値

57.1％（次頁参照）を大きく超えている。 
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（平成 24 年度地方公営企業年鑑より 抜粋） 

 

病院事業
１　総括表

（９）費用構成表（比率）及び医業収益に対する費用比率
ウ　経営規模別（黒字・赤字別）

（単位：千円，％）

黒字 赤字 計 黒字 赤字 計

459,250,624 290,798,717 750,049,341 39,122,768 56,917,495 96,040,263

353,730,356 212,798,760 566,529,116 26,920,189 39,465,492 66,385,681

75,881,517 56,130,123 132,011,640 9,241,383 12,109,384 21,350,767

54,184,762 23,935,339 78,120,101 2,254,048 4,489,172 6,743,220

158,076,311 100,503,091 258,579,402 14,615,990 20,114,541 34,730,531

1,101,123,570 684,166,030 1,785,289,600 92,154,378 133,096,084 225,250,462

39,041,089 31,514,264 70,555,353 3,283,383 5,730,923 9,014,306

38,750,780 30,955,495 69,706,275 3,271,147 5,560,261 8,831,408

　　　うち公立病院特例債分 117,791 149,693 267,484 25,073 30,433 55,506

98,363 255,478 353,841 8,978 61,470 70,448

191,946 303,291 495,237 3,258 109,192 112,450

138,556,724 106,449,757 245,006,481 11,078,952 18,516,094 29,595,046

37,881,964 24,252,113 62,134,077 2,876,268 4,311,679 7,187,947

2,434,818 1,614,733 4,049,551 211,503 326,754 538,257

23,405,285 11,941,523 35,346,808 1,826,690 2,239,603 4,066,293

196,707,233 141,215,962 337,923,195 17,430,514 28,565,013 45,995,527

81,806,988 42,411,592 124,218,580 7,126,468 9,715,831 16,842,299

注射 190,983,853 92,649,201 283,633,054 10,099,297 13,467,996 23,567,293

計 272,790,841 135,060,793 407,851,634 17,225,765 23,183,827 40,409,592

252,053,511 114,689,628 366,743,139 12,927,113 16,404,342 29,331,455

524,844,352 249,750,421 774,594,773 30,152,878 39,588,169 69,741,047

9,726,098 7,036,957 16,763,055 1,185,682 1,383,984 2,569,666

284,440,167 198,628,130 483,068,297 32,963,843 50,611,142 83,574,985

2,358,161,300 1,456,569,890 3,814,731,190 193,164,091 284,369,445 477,533,536

2,182,467,742 1,195,537,641 3,378,005,383 171,821,258 223,007,232 394,828,490

19.5 20.0 19.7 20.3 20.0 20.1

15.0 14.6 14.9 13.9 13.9 13.9

3.2 3.9 3.5 4.8 4.3 4.5

2.3 1.6 2.0 1.2 1.6 1.4

6.7 6.9 6.8 7.6 7.1 7.3

46.7 47.0 46.8 47.7 46.8 47.2

1.7 2.2 1.8 1.7 2.0 1.9

1.6 2.1 1.8 1.7 2.0 1.8

　　　うち公立病院特例債分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.9 7.3 6.4 5.7 6.5 6.2

1.6 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

1.0 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9

8.3 9.7 8.9 9.0 10.0 9.6

3.5 2.9 3.3 3.7 3.4 3.5

注射 8.1 6.4 7.4 5.2 4.7 4.9

計 11.6 9.3 10.7 8.9 8.2 8.5

10.7 7.9 9.6 6.7 5.8 6.1

22.3 17.1 20.3 15.6 13.9 14.6

0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5

12.1 13.6 12.7 17.1 17.8 17.5

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

21.0 24.3 22.2 22.8 25.5 24.3

16.2 17.8 16.8 15.7 17.7 16.8

3.5 4.7 3.9 5.4 5.4 5.4

2.5 2.0 2.3 1.3 2.0 1.7

7.2 8.4 7.7 8.5 9.0 8.8

50.5 57.2 52.9 53.6 59.7 57.1

1.8 2.6 2.1 1.9 2.6 2.3

1.8 2.6 2.1 1.9 2.5 2.2

　　　うち公立病院特例債分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6.3 8.9 7.3 6.4 8.3 7.5

1.7 2.0 1.8 1.7 1.9 1.8

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

1.1 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0

9.0 11.8 10.0 10.1 12.8 11.6

3.7 3.5 3.7 4.1 4.4 4.3

注射 8.8 7.7 8.4 5.9 6.0 6.0

計 12.5 11.3 12.1 10.0 10.4 10.2

11.5 9.6 10.9 7.5 7.4 7.4

24.0 20.9 22.9 17.5 17.8 17.7

0.4 0.6 0.5 0.7 0.6 0.7

13.0 16.6 14.3 19.2 22.7 21.2

108.1 121.8 112.9 112.4 127.5 120.9

100床以上200床未満　　　　　　　　　　　　　　経営主体

　規模

一般病院計

５　通信運搬費

６　修繕費

（４）退職給与金

（２）その他医療材料費

（３）計

医業収益に対する費用比率
    １　職員給与費
         （１）基本給

（２）一時借入金利息

（３）他会計借入金等利息

３　減価償却費

４　光熱水費

（５）法定福利費

計

２　支払利息

（１）企業債利息

10　その他

11　費用合計

７　委託料

８　医療材料費
    （１）薬品費
        投薬

（２）その他医療材料費

（３）計

９　給食材料費

10　その他

11　費用合計

９　給食材料費

７　委託料

８　医療材料費
    （１）薬品費
        投薬

（２）手当

（３）賃金

３　減価償却費

４　光熱水費

５　通信運搬費

６　修繕費

（４）退職給与金

（１）企業債利息

（２）一時借入金利息

（３）他会計借入金等利息

計

２　支払利息

（２）その他医療材料費
（３）計

９　給食材料費

（５）法定福利費

（参考）医業収益

10　その他
11　費用合計

費用構成比率
    １　職員給与費
        （１）基本給

（２）手当

（３）賃金

計

２　支払利息
（１）企業債利息

費用構成表
    １　職員給与費
         （１）基本給

（２）手当
（３）賃金
（４）退職給与金
（５）法定福利費

（２）一時借入金利息

８　医療材料費
     （１）薬品費
        投薬

（３）他会計借入金等利息
３　減価償却費
４　光熱水費
５　通信運搬費
６　修繕費
７　委託料
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平成 24 年 4 月から地方公営企業法の全部適用に切り替えた理由のひとつとして、

職員給与に業績の反映をさせやすくなるというものがあったため、この業績反映方針

の進捗状況について質問をした。現在のところは、医師処遇改善のため、医師給与の

単純な上乗せ策である「医師特別調整手当」と、医師の勤務実績を定量的ポイント制

により報酬に加算する「医療業務調整手当」を導入しているが、それ以外には、職員

の業務の品質や病院の業績を勘案して職員給与賞与を加減するような仕組みは採用さ

れていないということであった。 

また、職員給与費比率が高水準であることについて、当センターに特有の要因があ

るかどうかについて尋ねたところ、「給与費の水準が高いということは公立病院全体の

特徴である」ということと、「当センターの職員の平均年齢が、公立病院の中でも比較

的高く、勤続年数の長い職員が多いため、給与全体が大きくなっている」という面が

あるとの回答であった。 

 

（監査意見） 

 

独立採算を本旨とする地方公営企業にとって、職員の能力や業務の品質によって給

与を増減させる仕組みを採るのが合理的と考えるが、当センターにおいては医師や嘱

託医師の優遇策は実施されているものの、医師を含めた職員全体の人件費を、能力や

品質、業績によって評価し、調整するといった柔軟な給与賞与制度の具体的導入予定

はなく、地方公営企業法全部適用後においても、抜本的な給与改革はなされていない。 

その結果として、当センターの人件費総額は平均レベルを大きく超え、業績を圧迫

する主要な原因の一つとなっている。現状の給与費比率では、他の経費をいかに抑え

たとしても医業損益を黒字に転換することはほぼ不可能であるといえる。給与費率が

高い理由として、例えば公立病院であるからこそ公益的見地からどうしても不採算事

業に取り組まなければならず、そのために必要な人件費として合理的に計算、説明で

きる根拠があるのであれば問題はないが、単に「公立病院の特徴である」とか、「平均

年齢が高い」という理由のみで給与費についての問題を看過することには強い抵抗を

感じる。 

やはり、「独自の収入の範囲内で経費を賄う」という原理原則的な考え方のもと、

給与費比率を引き下げるための本質的な改革を断行することは不可欠であると考える。

この点では、平成 24 年 4 月から行われた地方公営企業法全部適用後においても、給

与制度の改革まで実施するのは難しい状況であるため、地方独立行政法人化なども含

む運営形態のさらなる転換も視野に入れて検討をしていくべきと考える。 
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（３）委託料について 

 

①概要 

 

当センターが支出する委託料は多岐にわたるが、大きく分ければ給食業務委託、清

掃業務委託、産業廃棄物処理委託、臨床検査・検診委託、医療機器保守委託、事務機

器保守委託、施設管理等委託、その他の委託となる。平成 23 年度から平成 25 年度ま

での委託契約数と支出金額は以下の通りである。 

 

 

 

上図の通り、委託料に関する契約は平成 25 年度において 97 件ある。平成 23 年度

から平成 24 年度にかけて、78 件から 99 件と急増しているが、これは主には医療機

器の新規購入に伴い、医療機器保守契約が発生しているためである。また、これら委

託料に関する契約のうち、競争入札（指名競争入札）による契約は、平成 23 年度は 3

件、平成 24 年度 4 件、平成 25 年度 5 件と徐々に増加してはいるものの、全体からす

ると少数である。委託料支出をできる限り少なくするという観点からは、可能な限り

入札による契約を目指すべきと思われるが、現状は件数からすると大半は随意契約と

なっている。 

地方公営企業法施行令では、地方公営企業が随意契約により契約締結ができる場合

について以下の通り定めている。 

 

（地方公営企業法施行令） 

（随意契約）  

第 21 条の 14 随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 

一  売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借の契約にあっては、予定

賃貸借料の年額又は総額）が別表第一の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表の下欄に

99件

78件

220,435千円

競争入札件数

競争入札合計金額

5件

平成23年度

平成24年度

平成25年度

280,192千円 252,578千円 27,614千円

271,534千円 241,916千円 29,618千円

97件

75件

192,515千円

95件

92件

3件

27,920千円

4件

合計契約件数

合計金額

随意契約件数

随意契約合計金額
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定める額の範囲内において管理規程で定める額を超えないものをするとき。 

二  不動産の買入れ又は借入れ、地方公営企業が必要とする物品の製造、修理、加

工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的

が競争入札に適しないものをするとき。  

三  省略  

四  新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めると

ころにより管理者の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、管理規程で定め

る手続により、買い入れる契約をするとき。  

五  緊急の必要により競争入札に付することができないとき。  

六  競争入札に付することが不利と認められるとき。  

七  時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあると

き。  

八  競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。  

九  落札者が契約を締結しないとき。 

 

別表第一 （第 21条の 14関係）  

一 工事又は製造の請負 都道府県及び指定都市 二、五〇〇千円 

市町村（指定都市を除く。以下この表において同じ。） 

一、三〇〇千円 

二 財産の買入れ 都道府県及び指定都市 一、六〇〇千円 

市町村 八〇〇千円 

三 物件の借入れ 都道府県及び指定都市 八〇〇千円 

市町村 四〇〇千円 

四 財産の売払い 都道府県及び指定都市 五〇〇千円 

市町村 三〇〇千円 

五 物件の貸付け 三〇〇千円 
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六 前各項に掲げるもの以外

のもの 

都道府県及び指定都市 一、〇〇〇千円 

市町村 五〇〇千円 
 

 

今回の監査において、随意契約の締結状況を調査し、それぞれの随意契約が上記政

令の規定に従っているかどうかについて検討を行った。 

上記規定によれば、まず 1 件当たり 500 千円以下の委託契約を結ぶ場合は、第 1

項第一号により随意契約を選択することができるが、平成 25 年度末現在の契約 97 件

のうち、500 千円以下であるものが 58 件あり、これらについては随意契約とするこ

とに問題はない。500 千円を超える契約を随意契約とする場合は、第 1 項第二号～九

号のいずれかの規定の要件を満たす必要がある。今回の監査では効率性の観点から、

平成 25 年度末において現存する 1 件 2,000 千円を超える委託契約について、契約の

起案から内部決裁、契約締結に至るまでの書類をすべて実査し、随意契約であるもの

については、その取扱いと理由の適正性について監査を行った。 

 

②随意契約の内容と理由の適正性について 

 

平成 25 年度末現在の 1 件当たり 2,000 千円を超える委託契約の内訳明細は次図の

通りである。 
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上図の通り、平成 25 年度末現在の委託契約でその契約金額が 2,000 千円を超える

ものは合計16件あり、そのうち12件が随意契約で4件が指名競争入札となっている。 

平成25年度末現在の委託契約一覧（契約額2,000千円超）

《随意契約によるのもの》

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

《指名競争入札によるもの》

⑬

⑭

⑮

⑯

子宮がん細胞検査

健診システム保守業務

PET-CT,MRI,CT装置保

守点検業務

消化器内視鏡保守点検
業務

Ｘ線装置保守点検業務

SPD物流管理業務

二・七

二

二

二

二

二

二

H24.4.1

乳房Ｘ線撮影装置保守点
検業務

本館棟エレベータ保守点
検業務

新館棟エレベータ保守点
検業務

電子カルテシステム保守
業務

清掃業務

2,800

8,900

H25.4.1

H25.4.1

H23.4.1

H25.4.1

H25.4.1

随契
理由

二

八

1

見積
業者
数

2

1

1

1

3

4

2

3

H27.3.31

H25.10.31

7,155

H26.9.30

4,068

3,780

2,700

42,000

7,789

H25.4.1

H24.1.5

55,665

41,940

終了

H26.3.31

H26.3.31

H26.3.31

H26.3.31

H26.3.31

H28.1.31

H26.3.31

1

二

二

二

H25.4.1

H25.4.1

H25.6.10

H23.2.1

H24.4.1

H24.4.1

H24.4.1

委託内容 開始

1

1H29.1.4

H26.3.31

H28.3.31

H25.3.31

H26.3.31

H27.3.31

予定価格
（千円）

応札
業者
数

1

1

1

1H24.4.1

1,300円

（単価契約）

3,181

112,000

2,880

20,500

1,920

終了
契約金額
（千円）

2,220

4,068

3,780

55,665

契約金額
（千円）

90,000

180,428

8,882

1,200円

（単価契約）

3,181

112,000

2,880

20,500

2,220

委託内容

医療事務

給食業務

臨床検査業務

医療廃棄物処理業務

空調設備点検業務

※随契理由欄の漢数字は地方公営企業法施行令第21条の14第1項の各号数を表す

予定価格
（千円）

90,000

180,446

9,384

開始
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随意契約による 12 件のうち、②給食業務と③臨床検査業務以外は、随意契約の理

由として、すべて地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第二号（契約の性質又は

目的が競争入札に適しないこと）を根拠としている。また、その 12 件のうち 11 件に

ついては、見積業者が 1 社のみであり、そのうち 9 件は予定価格と契約金額が同額と

なっている。このように予定価格と契約金額が同額となっている理由について質問し

たところ、事前の予算編成時に対象業者から参考見積を取っており、その見積金額を

参考に予定価格が設定されているが、結果的に参考見積を取った業者と同一の業者と

の随意契約となったため、予定価格と契約金額が同額になっているとのことであった。

1 社からしか見積もりを徴求できない理由としては、契約の内容が医療機器や設備の

保守契約であり、そうした保守サービスは機器や設備の納入業者しか提供することが

できないため、他の業者から見積を取ることができない状況とのことであった。 

ただし、平成 24 年度以後は、保守サービスが必要な医療機器を取得する場合は、

医療機器取得に係る入札時に、医療機器の取得価額と保守料を一括して入札させる取

組みを始めているとのことであった。 

 

（監査意見） 

 

競争入札との比較における随意契約の最大の問題点は、業者同士の競争原理による

コスト削減効果が働きにくいことにある。ただ、随意契約であっても、同一の委託業

務に関して複数の業者から見積を徴求することにより、業者同士の競争意識を生じさ

せることができるはずである。しかし、上図の随意契約 12 件のうち 11 件は見積業者

が 1 社のみであり、競争原理による効果が期待できない状況である。また、その 11

件のうち 9 件は現実に予定価格と契約金額が同額であることから、事前に同一業者か

ら徴求した唯一の参考見積の金額が、結果的に契約金額になっていると考えられる。

医療機器や設備の納入業者しか提供できない保守サービスの委託契約であるためこの

ような結果になっており、当センター側からするとその業者と契約するしかないため、

効果的な価格交渉が行われない状況での独占随意契約となっている。 

平成 24 年度以後は、医療機器の取得価額と保守料も合わせて競争入札にかけるよ

うにしているとのことであり、これは間違いなく効果的な方策である。しかし、平成

22 年度中の多額の設備投資であった PET-CT（156,700 千円）や電子カルテシステム

（248,100 千円）等については設備の購入時点において、購入後における多額の保守

料が発生することが明らかであったにもかかわらず、購入契約とは別の随意契約によ

り設備納入業者と同一の業者に保守サービスを委託しているため、多額の 1 社独占に

よる保守料の随意契約が生じている。PET-CT の保守料は 5 年間で 112,000 千円にの

ぼり、電子カルテシステムの保守料は 2 年間で 55,665 千円である。こうした高額な

保守料が 1 社独占の随意契約により支払われており、起案から契約締結に至るまでの
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資料からは、例えば同種の設備を導入した他の病院が負担している保守料のデータを

もとに価格交渉を行うなどの取組みが行われた形跡が見られない。ヒアリング時にお

いては、他病院が支払っている保守料の金額よりは安いはずであるという回答であっ

たが、そうした他の病院の支払額との比較検討資料があるわけではないとのことであ

ったため、やはり保守料の金額の妥当性について十分な検討が行われていないと考え

る。例え 1 社独占の随意契約であったとしても、コストを抑えるための方策を考案し

て、交渉する姿勢は不可欠である。 

こうした随意契約による保守委託については、その契約期間中に渡り、負担してい

る保守料の金額に見合う保守サービスの提供を受けているかどうか、継続して注視し

ていく必要がある。また、今後においても保守サービスが必要な高額医療機器を取得

する場合、徹底して可能な限り長期間の保守契約部分を含めて競争入札にかけること

により、設備取得価額と維持費用のすべてについて、競争原理によるコスト削減効果

を及ぼすことが必要である。 
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５ 固定資産 

 

（１）医療機械等の有形固定資産の実地確認について 

 

質問票において、固定資産一覧表に記載された医療機器、器具備品、ソフトウェア

について、実物の存在との一致を確認しているかどうか聞いたところ、実物との照合

作業は、平成 25 年度末時点で 48.4％程度の確認に止まっており、除却済みの医療機

器等が会計上の帳簿残高に残存している可能性があるとのことであった。また、そう

した医療機器等の帳簿上の一覧が、実地の医療機器等と一致しているかどうかの照合

作業を義務付けるような規定自体存在していない。 

現在の管理方法としては、各医療機器等に資産番号を付したシールを貼り、その資

産番号によってすべての医療機器等を管理する台帳を作成しており、医療機器等の除

却の都度、その機器に対応する資産を管理台帳から削除するという処理が行われてい

るとのことであった。しかし、その管理台帳で使用している資産番号と、会計用の減

価償却システム上の資産番号とは共通しておらず、管理台帳で削除された資産が減価

償却システム上からも削除されているかどうかを容易に確認することはできない。 

 

（指摘事項） 

 

決算書に計上する固定資産の帳簿価格は、当然ながら、実際に存在するものだけで

構成されなければならない。帳簿上の固定資産と実物との照合を義務付ける規定がな

いという点について、もちろんそうした照合規定を会計規程等に盛り込むのがベスト

であるが、その規定がないとしても、決算書の正確性という観点から、会計上の減価

償却資産の内容と、実物との一致を確認し維持することは必須である。 

現在の管理方法では、用度係が作成している固定資産管理台帳と会計上の減価償却

システムの資産番号が共通していないため、管理台帳で除却され削除された資産を、

減価償却システムからも削除するという手続きが円滑に行われていないと思われる。

これについては、管理台帳と減価償却システムで共通の資産番号により処理する方式

を導入するなどして、除却資産が適切に減価償却システムに反映され、かつ、その実

地確認が毎期行われる環境をつくる必要がある。 

 

（２）固定資産の計上科目 

 

当センターの固定資産一覧表を閲覧したところ、電子カルテや健診システム等、ソ

フトウェアに該当すると見られるもので金額が大きいものが複数あるが、これらのソ

フトウェアは決算書上（貸借対照表上）、「ソフトウェア」には計上されておらず、他
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の医療機器等と共に有形固定資産の「医療器械備品」に計上されていることがわかっ

た。 

 

（指摘事項） 

 

会計規程上、ソフトウェアに関する記述は見当たらないが、ソフトウェアが有形固

定資産とされているのは企業会計上誤りであり、本来は無形固定資産にソフトウェア

という独立科目を設けて計上されるべきである。特に平成 22 年度に取得された電子

カルテ（取得価額 248,100 千円）、健診システム（取得価額 43,099 千円）等は非常に

高額であり、財務諸表上の重要項目であるため、明瞭表示の観点から、これらのうち

ソフトウェアに該当する部分を無形固定資産の「ソフトウェア」に計上すべきである。 

 

（３）入札時の積算価格について 

 

医療機器等の購入時において、地方公営企業法上随意契約に馴染まないものについ

ては、競争入札により契約されている。競争入札を行う際の予定価格決定の参考とな

るべき積算価格の算定方法について質問したところ、事前に業者から取得した参考見

積金額を基に考えるしかないとのことであった。他に、市場価格を知る手段について

検討しているか聞いたところ、他の自治体病院の医療機器等の取得価格を入手すると

いう手段もあるかも知れないが、現在のところ実行はしていないということであった。 

 

（監査意見） 

 

予定価格決定の参考となるべき積算価格は非常に重要であるが、その積算の根拠が

業者から取得した参考見積しかないとなると、当該業者の希望金額によって積算価格

が左右されることとなるため、その金額が市場価格として妥当なものかどうかの検証

ができているとは言えない。他の自治体病院の機器取得価額を入手できるのであれば、

その方法を積極的に活用すべきである。また、それ以外にも情報源の開拓に努め、そ

の業者の参考見積価格が妥当な金額であるかどうかを常に注視していく必要がある。 

 

（４）随意契約について 

 

下の図は、当センターが平成 23 年度から平成 25 年度までに取得した医療機器等

のうち、予定価格（税抜）が 800 千円を超えるものについての明細表である。 
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※「契約率」とは、予定価格に占める契約金額の割合として、契約金額÷予定価格に

より算出した割合である。 

※「随契理由」とは、随意契約を行った理由として、起案書に記載されていたもので

あり、地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項の号数を記入している。 

 

これによれば、平成 23 年度から 25 年度までに当センターが購入した医療機器等

のうち、随意契約によるものは 13 件あり、その随意契約理由はその 13 件のうちの 2

件（③の電動ベッドと⑤の安全キャビネット）については地方公営企業法施行令第 21

条の 14 第 1 項第八号（競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落

札者がないとき）に該当するものであったが、残り 11 件はすべて、同法同項第二号

（契約の性質又は目的が競争入札に適しないこと）を根拠とするものであった。また、

これら 11 件すべてについて、見積業者数は 1 社だけであり、平均契約率は 97.5％と

高率であり、ほぼ予定価格どおりの金額で契約されていることがわかった。 

ヒアリング時において、こうした 1 社独占随意契約に当たり、先方から提示された

見積金額の妥当性について院内で検討を加えるような会議は存在するか聞いたところ、

現在までのところそうした会議は行われていないということであった。こうした契約

のほとんどは、既存のシステムのバージョンアップ業務等であり、既存業者に発注す

る以外の選択肢がない関係上、どうしても業者側が優位に立つという面があるという

《随意契約によるもの》

取得
年度

名　称
契約金額
（千円）

予定価格
（千円）

見積
業者数

契約率
随契
理由

① リハビリ支援システム連携 1,400 1,500 1 93.3% 二

② リハビリ支援システム調達 3,600 3,600 1 100.0% 二

③ 電動ベッド 1,890 1,930 1 97.9% 八

④ 医療情報システム機能追加 11,500 11,600 1 99.1% 二

⑤ 安全キャビネット 1,300 1,300 1 100.0% 八

⑥ 健診システムフォローアップユーティリティ 2,400 2,400 1 100.0% 二

⑦ 栄養管理システム連携 2,000 2,000 1 100.0% 二

⑧ 栄養管理システム調達 2,755 2,760 1 99.8% 二

⑨ ファイリングシステムソフトウェア 1,080 1,080 1 100.0% 二

⑩ 心電図解析装置 2,830 3,000 1 94.3% 二

⑪ 解説付心電計 950 950 1 100.0% 二

⑫ まめネット中継サーバ構築業務 11,728 12,000 1 97.7% 二

⑬ 院内情報システム改修業務 15,200 16,000 1 95.0% 二

合　計 58,633 60,120 97.5%

予定価格800千円超の取得医療機器等
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ことであった。 

また、参考資料として、平成 23 年度から平成 25 年度にかけて当センターが取得

した医療機器のうち、予定価格が 800 千円を超え、かつ指名競争入札に付したものの

一覧は次表の通りである。 

 

 

※「落札率」とは、予定価格に占める契約金額の割合で、契約金額÷予定価格により

《指名競争入札によるもの》

年度 名称
契約金額
（千円）

予定価格
（千円）

応札
業者数

落札率

シャワーベッド

電動昇降トロリ

② ベッドパンウォッシャー 2,350 3,600 2 65.3%

③ 人工関節用手術備品 3,350 3,452 3 97.0%

④ デジタルアノスコープ 1,920 1,950 3 98.5%

⑤ 内視鏡ビデオシステム 9,700 9,800 2 99.0%

⑥ 上部消化管用経鼻ビデオスコープ 2,698 2,700 2 99.9%

⑦ PET－CT融合画像診断システム 2,750 2,750 2 100.0%

超音波診断装置

同上の保守料

⑨ 電動ベッド 3,780 3,818 12 99.0%

超音波診断装置

同上の保守料

⑪ 移動型Ｘ線撮影装置 2,180 2,640 2 82.6%

⑫ コルポスコープ 1,053 1,170 2 90.0%

⑬ 高周波焼灼電源装置 875 900 2 97.2%

⑭ 生体情報モニタ 6,300 6,945 2 90.7%

⑮ ハンドピース 1,400 1,543 2 90.7%

⑯ 血液ガス自動分析装置 750 2,300 4 32.6%

⑰ 電子内視鏡システム 7,000 7,260 3 96.4%

⑱ 生体情報モニタ 2,950 3,060 2 96.4%

⑲ ネブライザーユニット 1,300 1,360 2 95.6%

⑳ 病棟用ベッド 1,735 1,850 4 93.8%

㉑ 血液脈波検査装置

㉒ ベッドサイドモニター

合　計 67,576 78,888 85.7%

94.0%

23

24

25

61.9%

3 96.0%

3 60.0%

3,250 3,450

3

2

⑧

①

⑩
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算出した率である。 

 

上図のとおり、平成 23 年度から平成 25 年度にかけて当センターが購入した医療

機器のうち、予定価格が 800 千円を超え、かつ指名競争入札に付したものは全部で 22

件であった。また、応札者数は 2 社ないし 12 社であり、平均落札率は 85.7％となっ

ている。 

 

（監査意見） 

 

地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第一号において、予定価格 800 千円以

下の医療機器等を購入する場合は随意契約によることができるとされている。この規

定に従い、当センターでは予定価格 800 千円以下の医療機器等については、すべて随

意契約にて購入している。この 800 千円以下の随意契約の場合は、2 社ないし 3 社か

ら見積を徴求している場合が多く、競争原理が有効に働いているようである。しかし、

800千円を超える医療機器について地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第二号

を根拠に随意契約を行う場合、ほぼすべての案件について見積業者数は 1 社のみであ

り、競争原理が働いていない。 

参考資料（上図）によると、平成 23 年度から平成 25 年度の指名競争入札による

取得医療機器等は 22 件あり、これらの平均落札率は 85.7％となり随意契約分の契約

率 97.5％を大幅に下回る。このことからも、競争入札によればコスト削減効果が得ら

れるのに対し、1 社独占随意契約の場合はほとんどその効果が得られないことがわか

る。 

1 社独占随意契約の大部分が主に既存システムのバージョンアップ等であるため、

確かに既存システムの取扱業者以外の業者を選択する余地がないなどの事情も見受け

られる。しかし、見積業者が 1 社のみであっても、院内に医療機器等価格検討委員会

を設けて、その見積金額が妥当であるかどうかの検討を多面的に行い、その結果をも

とに交渉を行う等の努力をすべきである。そうした価格検証を常に行い、その結果を

積算金額等に反映させることにより、1 業者の見積書の金額に誘導される形で予定価

格や契約金額が決まることがないようにすべきである。そして、その検証結果を起案

に至る過程を示す文書として保管することが必要と考える。 

  

  


